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ココミミュュニニテティィへへのの公公共共資資産産委委譲譲とと自自律律的的なな地地域域運運営営のの可可能能性性のの研研究究

―英国のアセット・トランスファーの持続可能性の調査― 

主査 牧野 杏里＊１

委員 坂井 文＊２ 

英国で進められている,公的資産をコミュニティに所有・管理する権限を委譲するアセット・トランスファーに着目し,

特に政策,事業の継続性の観点から動向を整理し実態調査を行った。過去 20 年に渡り事業を継続しているカルダデールの

事例から, コミュニティの能力を強化することによって長期的に社会的価値を生み出す戦略としてのアセット・トランス

ファーの有用性,コミュニティ・ハブとなる地域拠点の価値,国-地方-コミュニティ間の連携や人的ネットワークの重要性

などについて明らかにした。 

キーワード：１）英国，２）コミュニティ組織，３）権限委譲，４）低未利用資産，５）公的資産，

６）アセット・トランスファー，７）利活用

RESEARCH ON THE POSSIBILITY OF COMMUNITY-LED MANAGEMENT 
BY DEVELOPING PUBLIC ASSETS 

- Research into the sustainability of Community Asset Transfer in the UK -

Ch. Anri Makino 

Mem. Aya Sakai 

This study focuses on Community Asset Transfer, which is being promoted in the UK to delegate authority to communities to 

own and manage public assets, and examines the actual situation by organising policy trends, particularly from the perspective of 

project continuity. The case study of Calderdale, which has been working on CAT for the past 20 years, the utility of CAT as a strategy 

for creating long-term social value by strengthening community capacity, the value of local centres as community hubs, and the 

importance of national-local-community partnerships and human networks. 

11.. ははじじめめにに

11..11  研研究究のの背背景景とと目目的的  

日本では,民間の資金,経営能力,技術的能力の活用に

より,効率的かつ効果的な公共サービスの提供の観点か

ら,PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）

や指定管理者制度等,行政と民間事業者との公民連携

（PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ））

を中心とした公的資産のストック活用が進められてきた。

しかし,現状の公民連携の在り方や公的資産の余剰スト

ックの見直し,さらには公的資産の売却へ向かう動きも

出てきている。 

一方英国では,低未利用の公的資産の管理・運営の権

限をコミュニティに委譲する取組が進められてきた。こ

れには,公的資産の利活用において,利用可能な資源に目

を向け,個人やコミュニティの強みを積み上げるアセッ

トベースのアプローチを採用することで,コミュニティ

による自給自足のレベルを向上させる狙いがある。これ

まで予算削減の状況下で自治体がとってきた,即座に収

益をもたらす資産管理戦略ではなく,コミュニティの能

力を強化することによって長期的に社会的価値を生み出

す戦略として,2000 年初頭からその検討が始まり,2007 

年の『クアーク・レビュー（Quirk Review）』文 1）での報

告を契機に,コミュニティへの公的資産の権限委譲

（Community Asset Transfer(以下,CAT)）が本格的に推

進されている文 2）。さらに 2012 年施行のローカリズム法

（Localism Act 2011）により,地域内の個人資産につい

てもコミュニティが優先的に入札できるコミュニティ入

札権（Community Right to Bid）が制定されるなど,コミ

ュニティによる資産所有・管理(community ownership 

and/or management)の環境整備が進められている。 

本研究では,本格的な推進から約 10 年を経た英国の

CAT について,特に政策の継続性,事業の継続性の観点か

ら調査を行い,その可能性を明らかにする。また得られた

知見をもとに,日本におけるコミュニティへの公的資産
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の委譲や,地域自身が自律的に地域運営を行える環境づ

くりの実現可能性について検討しその方向性を明らかに

することを目的とする。 

11..22  研研究究方方法法  

本研究では,文献調査を中心に,過去約 10 年にわたる

CAT 関連の政策動向,事業展開を整理する。合わせてイン

グランド北部に位置するウェスト・ヨークシャー(West 

Yorkshire)地方にあるカルダデール・カウンシル

（Calderdale Council）注 1）を対象に,現地調査とヒアリ

ング調査を行う。選定理由は,2011-12 年に筆者が行った

調査地であること,CAT については 2000 年代初頭から現

在に至るまで継続的に実績を積んでいること,コミュニ

ティ政策の観点から,CAT やコミュニティ組織を連携パ

ートナーに位置付けた取組を進めていることなどが挙げ

られる。本稿では,CAT に関連する英国での展開を示した

上で,ケーススタディをもとに,CAT における自治体とコ

ミュニティ組織の事業の実態を整理する。

11..33  既既往往研研究究  

CAT に関しては,政策分析文 3）,CAT に関する取組の変遷

文 4）,特徴的な制度に焦点を当てた研究文 5)がある。一方

本研究は,2011-2012 年に筆者が行った研究に基づき,同

一事例を対象にした現在までの約 10 年間の展開を整理

するとともに,実施・運用における課題や方法を示し,日

本での運用を想定した際に必要となる可能性のある対応

や工夫を明らかにするものである。 

22.. 政政策策のの動動向向

22..11  労労働働党党政政権権時時ままででにに築築かかれれたたパパーートトナナーーシシッッププ型型

のの地地域域主主体体のの基基盤盤づづくくりり  

サッチャー政権下での民営化政策等の推進により,自

由競争的市場経済政策,「小さな政府」が実現し,効率的

な行政の実現とともに政府への権力集中が進められた。

メージャー政権下もこの流れを継承し,PFI 等公共部門

の中に民間部門の資金,経営手法を取り込むなど,民間と

連携した行政運営策がとられていった。 

ブレア労働党政権では,「第３の道」として,保守党政

権の行財政改革の流れを基本的には継続しつつ,公共サ

ービスの効率的・効果的な供給を図る「政府の近代化」

を柱とした政策が進められた。特に政府セクター以外の

利害関係者を意思決定に参加させるパートナーシップ型

の施策を推し進め,中でも公益的な社会活動事業に対し

て民間資本が投入される流れを促進する政策が多く取ら

れた点は注目点である。2002 年には,コミュニティ利益

会社（Community Interest Company(CIC)）制度の提案や

産 業 救 済 組 合  (Industrial and Provident 

Society(IPS))の改革が提言され,コミュニティ利益組合

（Community Benefit Society(CBS)）を推進する動きが

みられるなど,現在の地域コミュニティ事業における基

盤にもなっている。これらは,これまでの非営利組織にお

いて,慈善団体以外にも,地域社会の利益を実現する主体

の幅,手段を広げる狙いがあると考えられる。 

22..22  保保守守党党連連立立政政権権以以降降のの地地域域主主体体のの社社会会づづくくりりへへ向向

けけたた環環境境整整備備  

ブレア政権時代に築かれた,地域コミュニティを取り

巻く社会基盤は,保守党連立政権下でも一定踏襲される

こととなった。キャメロン政権ではさらに「大きな社会

(Big Society)」方針を掲げることで,イングランドの地

方自治体及び地域コミュニティの権限や自由裁量の強化

等を目的とするローカリズム法を制定するなど,より地

域主体の社会づくりを推進する形をとった。地域が主体

的に資産を所有し運用するという自律運営へ向けた制度

づくりを本格的に行い,コミュニティによる資産所有・管

理の一つに位置付けられているのが CAT である。 

また 2012 年には休眠口座を社会活動に積極的に活用

すべく Big Society Capital を設置し,社会活動の推進も

合わせて行い,社会活動への投資への道筋をつくってい

くことになる。さらに,公共サービスの民間解放を進め,

民間や地域コミュニティの自律的運営や積極介入を刺激

する制度を打ち出していく。 

一方で,国と地方の関係をつなぐ制度（監査委員会,包

括的地域評価制度,広域計画等）は次々に廃止され,慈善

団体も解体・統合されるなど,公共支出の削減も積極的に

行われている。加えて国のコミュニティ予算削減は 50％

にのぼり,北イングランドなど,地方によっては自治体運

営に支障をきたし,結果的にコミュニティへのサービス

低下につながるほど深刻な状況になっている。 

これらの状況から,地域における社会活動の財源が,

公金から投資へと移行する動きが生まれている一方で,

地方が国から必要以上に管理されない代わりに,公共支

出の削減や国と地方をつなぐ制度が廃止される状況から,

国と地方の関係性,距離感は広がったと言える。 

その後テリーザ政権下では,合同行政機構の設置など,

地方自治体間の連携を促す政策が進められ,国と地方と

が devolution deal という協定を交わす形でのつながり

をつくる仕組みが進められている。 

地域コミュニティ政策に対する不満が,少なからず EU

離脱への反動となったことは否めず,特に財源的に乏し

い地方都市の疲弊は大きく,離脱後の状況変化に期待す

る声は少なくない。 

33.. CCAATT のの概概要要とと事事業業のの展展開開

33..11  CCAATT のの概概要要  

コミュニティによる資産所有・管理の中でも公的資産

の権限委譲に関する CAT は「自治体等の公的団体が所有

する資産（土地・建物）を所有・管理する権利を,コミュ

ニティ組織等に譲渡または長期賃借権等の形で,市場価

値を下回る価格で委譲する」と定義されている。注 2） 

1) 対象資産

対象資産は,原則公共サービスの提供等に利用されな

い余剰資産と認定された資産とし,コミュニティ・センタ

ー/ハブ施設,図書館,プール等スポーツ施設,公園,緑地

などがある。 

2) 委譲先

委譲先は,慈善団体,トラスト,コミュニティ利益会社

等,「アセットロック（Asset Lock）」と呼ばれる資産の

処分を制限する条項が組織のガバナンスに含まれた,コ

ミ ュ ニ テ ィ を 基 盤 と す る 組 織 (community-based

organisation）としている。実態としては,地域住民を中

心とした有志の集まりから,スポーツ等のテーマコミュ

ニティをベースとした団体,社会的企業まで幅広く対象

となるが,各自治体の CAT 方針の中では,VCS(Voluntary, 

community and social enterprise sector(VCSE))と記載

している例も多く,社会的目的を第一義とする公益的な

組織を想定している。 

3) 契約期間

英国での土地所有契約期間は交渉によるが,外部から

の資金調達を可能にするため,20～25 年の中期の不動産

賃借権（リースホールド(leasehold)）注 3）が採用される

ケースが一般的である。しかし現実的には,コミュニティ

組織の運用能力を判断する意味で最初は短期契約とし,

実績に応じて長期の不動産賃借権,あるいは自由保有権

（フリーホールド(freehold)）に移行する流れがとられ

る場合もある。多額の資金調達が必要な用途や規模の資

産タイプの場合は中長期の契約を目指す傾向にある（（図図

33--11））。文 6）

 

 

4）日本における PPP との比較

PPP が自治体による公共サービスの効率的・効果的な

提供を目的としているのに対し,英国の CAT はコミュニ

ティへのエンパワーメント,ソーシャルキャピタルの醸

成を目的にしている点で違いがある。また,その目的か

ら,PPP の契約対象は,事業実績や資金調達力のある民間

事業者が主であるのに対し,CAT は地域社会への利益の

還元等の観点も含め,先に述べた公益的組織が対象とな

る。（（表表 33--11）） 

表表 33--11 英英国国のの CCAATT とと  日日本本のの PPPPPP のの比比較較

英国の CAT 日本の PPP 

目
的 

コミュニティへのエンパワー
メント,ソーシャルキャピタ
ルの醸成

自治体による公共サービスの
効率的・効果的な提供 

資
産 

低未利用の公的資産（多くの
場合改修,修繕が必要） 

既存施設または新築施設（民間
事業者による設備投資含む） 

組
織 

公益的組織 事業実績や資金調達力のある
民間事業者が主 

33..22  事事業業のの展展開開  

1) 公共資産の権限委譲を進める拠点設置：asset

transfer unit(ATU)〉 

ブレア政権下で資産委譲を推進する情報拠点として

asset transfer unit(ATU)の設置方針が出され,翌年に

DCLG(Department of Community and Local Government)

による財政支援を受け Development Trust Association 

(DTA)により設置された。ここではモデル事業の推進や自

治体職員等への啓発プログラムなどを行うなど,173 事

業への支援を提供し,資産の権限委譲へ向けた機運をイ

ギリス国内で広めていった。 

2) 複数資産を包括的に運用する試み：multiple asset

transfer（MAT）〉 

2010 年より進めた ATU プログラムを通じて多くの地

方自治体と連携を共にし,複数資産を包括的に運用する

multiple asset transfer（MAT）の可能性を探っていっ

た（タイプは主に「場所に根差したケース」「特定用途の

ケース（図書館等,サービス内容と関連のあるケース）」

「特定の資産タイプによるケース（コミュニティ・セン

ター,スポーツ施設等）」の三つのいずれかに分類された）。

実際,資産を複数一度に権限委譲する場合,支出削減に加

え,地域を面的にマネジメントできる点でメリットも多

い。一方早い段階での調整や幅広い合意形成が求められ

る。Locality による報告書によれば,少なくとも 10 件以

上のモデルプロジェクトが存在しているが,国が援を進

めていたプログラム事業として行っていた側面が強く,

現状としては,MAT の実現には大変高度な対応が必要と

なり,現段階で手法としては精錬されていないとのこと

だった。 

3) 自律的な地域運営の推進：community ownership and

management of assets(COMA)〉 

ATU 以降,community ownership and management of 

asset（COMA）が DCLG により 2015-2016 に時限的に行わ

れ,52 のプロジェクトが国の支援を受け進められた。こ

こでは特に,MAT や単一資産の委譲でも特に他地域にと

って参考になるようなモデルをつくることを目標にされ

た。これらの取組から得られた知見として,効果としては

「地域の運営力の構築」「自治体等地域内のネットワーク

図図 33--11 契契約約期期間間、、契契約約形形態態にに応応じじたた資資産産タタイイププ 44  

一次利用 

契契約約期期間間
（（年年））  

保保有有  
タタイイププ

資資産産  
タタイイププ
（（例例））

公公園園／／緑緑地地  

図図書書館館  

再再生生可可能能エエネネルルギギーー  

住住宅宅  

ププーールル、、ススポポーーツツ施施設設、、ワワーーククススペペーースス、、文文化化財財建建造造物物（（学学校校、、市市民民ホホーールル））

規規制制措措置置  
約約款款  

免免許許  賃賃貸貸借借契契約約  

ササーービビスス契契約約

不動産貸借権（短期） （中期）  （長期）自自由由保保有有権権  

00  11  55  2255  5500  9999  112255  225500  

（出典：Bruni, F,. et al(2017)を筆者修正） 
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の委譲や,地域自身が自律的に地域運営を行える環境づ

くりの実現可能性について検討しその方向性を明らかに

することを目的とする。 

11..22  研研究究方方法法  

本研究では,文献調査を中心に,過去約 10 年にわたる

CAT 関連の政策動向,事業展開を整理する。合わせてイン

グランド北部に位置するウェスト・ヨークシャー(West 

Yorkshire)地方にあるカルダデール・カウンシル

（Calderdale Council）注 1）を対象に,現地調査とヒアリ

ング調査を行う。選定理由は,2011-12 年に筆者が行った

調査地であること,CAT については 2000 年代初頭から現

在に至るまで継続的に実績を積んでいること,コミュニ

ティ政策の観点から,CAT やコミュニティ組織を連携パ

ートナーに位置付けた取組を進めていることなどが挙げ

られる。本稿では,CAT に関連する英国での展開を示した

上で,ケーススタディをもとに,CAT における自治体とコ

ミュニティ組織の事業の実態を整理する。

11..33  既既往往研研究究  

CAT に関しては,政策分析文 3）,CAT に関する取組の変遷

文 4）,特徴的な制度に焦点を当てた研究文 5)がある。一方

本研究は,2011-2012 年に筆者が行った研究に基づき,同

一事例を対象にした現在までの約 10 年間の展開を整理

するとともに,実施・運用における課題や方法を示し,日

本での運用を想定した際に必要となる可能性のある対応

や工夫を明らかにするものである。 

22.. 政政策策のの動動向向

22..11  労労働働党党政政権権時時ままででにに築築かかれれたたパパーートトナナーーシシッッププ型型

のの地地域域主主体体のの基基盤盤づづくくりり  

サッチャー政権下での民営化政策等の推進により,自

由競争的市場経済政策,「小さな政府」が実現し,効率的

な行政の実現とともに政府への権力集中が進められた。

メージャー政権下もこの流れを継承し,PFI 等公共部門

の中に民間部門の資金,経営手法を取り込むなど,民間と

連携した行政運営策がとられていった。 

ブレア労働党政権では,「第３の道」として,保守党政

権の行財政改革の流れを基本的には継続しつつ,公共サ

ービスの効率的・効果的な供給を図る「政府の近代化」

を柱とした政策が進められた。特に政府セクター以外の

利害関係者を意思決定に参加させるパートナーシップ型

の施策を推し進め,中でも公益的な社会活動事業に対し

て民間資本が投入される流れを促進する政策が多く取ら

れた点は注目点である。2002 年には,コミュニティ利益

会社（Community Interest Company(CIC)）制度の提案や

産 業 救 済 組 合  (Industrial and Provident 

Society(IPS))の改革が提言され,コミュニティ利益組合

（Community Benefit Society(CBS)）を推進する動きが

みられるなど,現在の地域コミュニティ事業における基

盤にもなっている。これらは,これまでの非営利組織にお

いて,慈善団体以外にも,地域社会の利益を実現する主体

の幅,手段を広げる狙いがあると考えられる。 

22..22  保保守守党党連連立立政政権権以以降降のの地地域域主主体体のの社社会会づづくくりりへへ向向

けけたた環環境境整整備備  

ブレア政権時代に築かれた,地域コミュニティを取り

巻く社会基盤は,保守党連立政権下でも一定踏襲される

こととなった。キャメロン政権ではさらに「大きな社会

(Big Society)」方針を掲げることで,イングランドの地

方自治体及び地域コミュニティの権限や自由裁量の強化

等を目的とするローカリズム法を制定するなど,より地

域主体の社会づくりを推進する形をとった。地域が主体

的に資産を所有し運用するという自律運営へ向けた制度

づくりを本格的に行い,コミュニティによる資産所有・管

理の一つに位置付けられているのが CAT である。 

また 2012 年には休眠口座を社会活動に積極的に活用

すべく Big Society Capital を設置し,社会活動の推進も

合わせて行い,社会活動への投資への道筋をつくってい

くことになる。さらに,公共サービスの民間解放を進め,

民間や地域コミュニティの自律的運営や積極介入を刺激

する制度を打ち出していく。 

一方で,国と地方の関係をつなぐ制度（監査委員会,包

括的地域評価制度,広域計画等）は次々に廃止され,慈善

団体も解体・統合されるなど,公共支出の削減も積極的に

行われている。加えて国のコミュニティ予算削減は 50％

にのぼり,北イングランドなど,地方によっては自治体運

営に支障をきたし,結果的にコミュニティへのサービス

低下につながるほど深刻な状況になっている。 

これらの状況から,地域における社会活動の財源が,

公金から投資へと移行する動きが生まれている一方で,

地方が国から必要以上に管理されない代わりに,公共支

出の削減や国と地方をつなぐ制度が廃止される状況から,

国と地方の関係性,距離感は広がったと言える。 

その後テリーザ政権下では,合同行政機構の設置など,

地方自治体間の連携を促す政策が進められ,国と地方と

が devolution deal という協定を交わす形でのつながり

をつくる仕組みが進められている。 

地域コミュニティ政策に対する不満が,少なからず EU

離脱への反動となったことは否めず,特に財源的に乏し

い地方都市の疲弊は大きく,離脱後の状況変化に期待す

る声は少なくない。 

33.. CCAATT のの概概要要とと事事業業のの展展開開

33..11  CCAATT のの概概要要  

コミュニティによる資産所有・管理の中でも公的資産

の権限委譲に関する CAT は「自治体等の公的団体が所有

する資産（土地・建物）を所有・管理する権利を,コミュ

ニティ組織等に譲渡または長期賃借権等の形で,市場価

値を下回る価格で委譲する」と定義されている。注 2） 

1) 対象資産

対象資産は,原則公共サービスの提供等に利用されな

い余剰資産と認定された資産とし,コミュニティ・センタ

ー/ハブ施設,図書館,プール等スポーツ施設,公園,緑地

などがある。 

2) 委譲先

委譲先は,慈善団体,トラスト,コミュニティ利益会社

等,「アセットロック（Asset Lock）」と呼ばれる資産の

処分を制限する条項が組織のガバナンスに含まれた,コ

ミ ュ ニ テ ィ を 基 盤 と す る 組 織 (community-based

organisation）としている。実態としては,地域住民を中

心とした有志の集まりから,スポーツ等のテーマコミュ

ニティをベースとした団体,社会的企業まで幅広く対象

となるが,各自治体の CAT 方針の中では,VCS(Voluntary, 

community and social enterprise sector(VCSE))と記載

している例も多く,社会的目的を第一義とする公益的な

組織を想定している。 

3) 契約期間

英国での土地所有契約期間は交渉によるが,外部から

の資金調達を可能にするため,20～25 年の中期の不動産

賃借権（リースホールド(leasehold)）注 3）が採用される

ケースが一般的である。しかし現実的には,コミュニティ

組織の運用能力を判断する意味で最初は短期契約とし,

実績に応じて長期の不動産賃借権,あるいは自由保有権

（フリーホールド(freehold)）に移行する流れがとられ

る場合もある。多額の資金調達が必要な用途や規模の資

産タイプの場合は中長期の契約を目指す傾向にある（（図図

33--11））。文 6）

 

 

4）日本における PPP との比較

PPP が自治体による公共サービスの効率的・効果的な

提供を目的としているのに対し,英国の CAT はコミュニ

ティへのエンパワーメント,ソーシャルキャピタルの醸

成を目的にしている点で違いがある。また,その目的か

ら,PPP の契約対象は,事業実績や資金調達力のある民間

事業者が主であるのに対し,CAT は地域社会への利益の

還元等の観点も含め,先に述べた公益的組織が対象とな

る。（（表表 33--11）） 

表表 33--11 英英国国のの CCAATT とと  日日本本のの PPPPPP のの比比較較

英国の CAT 日本の PPP 

目
的 

コミュニティへのエンパワー
メント,ソーシャルキャピタ
ルの醸成

自治体による公共サービスの
効率的・効果的な提供 

資
産 

低未利用の公的資産（多くの
場合改修,修繕が必要） 

既存施設または新築施設（民間
事業者による設備投資含む） 

組
織 

公益的組織 事業実績や資金調達力のある
民間事業者が主 

33..22  事事業業のの展展開開  

1) 公共資産の権限委譲を進める拠点設置：asset

transfer unit(ATU)〉 

ブレア政権下で資産委譲を推進する情報拠点として

asset transfer unit(ATU)の設置方針が出され,翌年に

DCLG(Department of Community and Local Government)

による財政支援を受け Development Trust Association 

(DTA)により設置された。ここではモデル事業の推進や自

治体職員等への啓発プログラムなどを行うなど,173 事

業への支援を提供し,資産の権限委譲へ向けた機運をイ

ギリス国内で広めていった。 

2) 複数資産を包括的に運用する試み：multiple asset

transfer（MAT）〉 

2010 年より進めた ATU プログラムを通じて多くの地

方自治体と連携を共にし,複数資産を包括的に運用する

multiple asset transfer（MAT）の可能性を探っていっ

た（タイプは主に「場所に根差したケース」「特定用途の

ケース（図書館等,サービス内容と関連のあるケース）」

「特定の資産タイプによるケース（コミュニティ・セン

ター,スポーツ施設等）」の三つのいずれかに分類された）。

実際,資産を複数一度に権限委譲する場合,支出削減に加

え,地域を面的にマネジメントできる点でメリットも多

い。一方早い段階での調整や幅広い合意形成が求められ

る。Locality による報告書によれば,少なくとも 10 件以

上のモデルプロジェクトが存在しているが,国が援を進

めていたプログラム事業として行っていた側面が強く,

現状としては,MAT の実現には大変高度な対応が必要と

なり,現段階で手法としては精錬されていないとのこと

だった。 

3) 自律的な地域運営の推進：community ownership and

management of assets(COMA)〉 

ATU 以降,community ownership and management of 

asset（COMA）が DCLG により 2015-2016 に時限的に行わ

れ,52 のプロジェクトが国の支援を受け進められた。こ

こでは特に,MAT や単一資産の委譲でも特に他地域にと

って参考になるようなモデルをつくることを目標にされ

た。これらの取組から得られた知見として,効果としては

「地域の運営力の構築」「自治体等地域内のネットワーク

図図 33--11 契契約約期期間間、、契契約約形形態態にに応応じじたた資資産産タタイイププ 44  

一次利用 

契契約約期期間間
（（年年））  

保保有有  
タタイイププ

資資産産  
タタイイププ
（（例例））

公公園園／／緑緑地地  

図図書書館館  

再再生生可可能能エエネネルルギギーー  

住住宅宅  

ププーールル、、ススポポーーツツ施施設設、、ワワーーククススペペーースス、、文文化化財財建建造造物物（（学学校校、、市市民民ホホーールル））

規規制制措措置置  
約約款款  

免免許許  賃賃貸貸借借契契約約  

ササーービビスス契契約約

不動産貸借権（短期） （中期）  （長期）自自由由保保有有権権  

00  11  55  2255  5500  9999  112255  225500  

（出典：Bruni, F,. et al(2017)を筆者修正） 
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強化」「地域の再興」「自治体の金融環境の改善」を,課題 

としては「基金や投資等資金面での有効性」「法的責

任」「土地価格の高騰による資産の有用性」「衰退地にお

ける地域運用の持続性」「自治体での政策・方針不足」「情

報の入手」が挙げられた。それらに基づき,Locality で

は地域向け,自治体向けそれぞれのガイドを作成し,実現

へ向けたノウハウを具体的に示し,引き続き推進に力を

入れている。 

4) キャンペーン：save our space campaign

イングランド内の地方自治体における公的資産の民間

への売却が進んでいる（Locality による調査によれば,

年平均 4,131 の公的所有資産（建物や土地）が民間へ売

却）。コミュニティによる公的資産の所有が,その流れを

食い止める有効な手段であるとし,その手法の一つとし

て CAT が推奨されているが,当該制度の政策策定まで行

った自治体は半分に満たない（41％）。 

こうした状況に対し,Locality では 2018 年 3 月より,”

Save our spaces ” と い う キ ャ ン ペ ー ン を 展 開

し,community asset ownership を進めている。約 10 年

前の研究当初は,「自治体の資産をコミュニティに活用し

てもらおう」というメッセージが強かった印象であるの

に対し,現在は「民間の開発から場所を守ろう」というメ

ッセージがより強くなっている。 

33..33  CCAATT ががももたたららすす効効果果  

 CAT を推進するきっかけとなった『クアーク・レビュ

ー』は,表表 33--22 のようにコミュニティへの効果と経済効

果を示している。その後 2017 年には表表 33--33 のように実

際の成果に基づく効果が示されている。加えて,Locality

は,CAT を通じて英国内各地の自治体で,カウンシルと住

民がパートナーシップを築き,市民インフラを活性化し

近隣地域を変革しているとしている。Locality が行った

イングランド全自治体に対する情報公開請求（FOI）デー

タによれば,過去 5 年間において毎年平均 341 の資産（建

物やスペース）がコミュニティ所有へ移行している。ま

た,先駆的な自治体による事例も複数あり,当初は緊縮財

政によって建物の営業を維持するために動いたが,その

後,市民と協力してコミュニティ所有の幅広い社会的・経

済的利益を引き出し,コミュニティの力によって場所を

変える新しい住民主導の行動の可能性を引き出した。

Locality によれば,このことは,コミュニティが運営し,

地域に根ざしたプロジェクトが,地域社会に具体的な利

益をもたらしていることを示しているとしている。 

33..44  CCAATT をを推推進進すするる上上ででのの課課題題 

1) 緊縮財政による自治体の財政状況の悪化

一方,保守党連立政権時から始まった 10 年にわたるコ

ミュニティ関連予算をはじめとする大幅な緊縮財政によ

り,地域サービスの危機とともに,多くのコミュニティス

ペースが閉鎖され荒廃しているとされる。Locality の調

査によれば,CAT の年間取引量は,一般市場での販売量の

約 1/12 である。また自治体の資産ポートフォリオ全体の

1％未満であり,年間約 4000 のカウンシル所有の資産（建

物やスペース）が公開市場で売却されている。 

2) 自治体の CAT への認識や戦略的アプローチの欠如

また,自治体による CAT への戦略的アプローチの欠如

も課題となっている。Locality による調査では,CAT のプ

ロセスや意思決定の指針となる方針を定めている自治体

は 45％,将来の資産管理や計画の一環として CAT に利用

できる資産を見直すと答えたカウンシルは 20％未満で

あり,CAT が地域計画に組み込まれた役割を果たしきれ

ていないと言える。また,CAT の方針を持たないカウンシ

ルが委譲する資産は,借地権の期間が短期（25 年未満が

主）の場合が多く,コミュニティ所有者は,持続可能な長

期の事業計画策定が難しい状況にある。 

33..55  CCAATT をを推推進進すするる上上でで示示さされれてていいるる主主なな提提言言 

こうした状況に対し,Locality は,2019 年に保守党の

マニフェスト内に掲げられた 1.5 億￡規模の「コミュニ

ティ・オーナーシップ基金」（4 年の運用想定で,第一次

入札は 2021 年 7 月 15 日に開始）について評価した上で,

コミュニティによる所有・管理における段階ごとの変化

に応じた支援を可能にする国家戦略の必要性を提言して

いる文 99）。 

表表 33--22  CCAATT にによよりり期期待待さされれるる効効果果

ココ
ミミ
��
ニニ
テテ
��
へへ
のの
効効
果果

- コミュニティのエンパワーメント 

- 社会的包摂/社会的孤立の減少

- 社会サービスの保護

- 社会的結束

- 地域ネットワークの強化

- 地域社会への帰属意識の高まり

- 地域の遺産・文化的アイデンティティの向上

- 地域の信頼関係の強化

- 品質とユーザー満足度の向上

- 参加・利用状況の改善

経経
済済
効効
果果

- 地域の自給率向上

- 研修の機会

- 採用情報

- 地域での収入源の創出と維持

- 地域の起業・社会活動の活性化

- 犯罪や破壊行為を減少させ,地元警察の経費削減を可能にする

- うつ病に苦しむ人の数が減り,NHS の節約につながる

- 自信のあるボランティアは結果的に雇用しやすくなる

- 資産やサービスの参加と利用を増やす

（出典：DCLG（2007）を筆者修正） 

表表 33--33  実実際際のの成成果果をを基基ににししたた効効果果

CCAATT のの成成果果にに関関すするる公公表表さされれたた証証拠拠にによよるる効効果果 

- コミュニティ組織のビジネス能力の強化。

- 新しい人材を理事会に引き入れる。

- コミュニティ組織の意思決定に対するコントロールのレベルの向上

- 公的機関とコミュニティ企業との間の信頼関係と支援関係の強化

- CAT プロジェクトへの信頼と熱意の向上

- 地域への関与を高め,地域を代表するボランティアを誘致するため

のインセンティブ

（出典：Power to Change(2017)を筆者修正） 

1) 長期的な資金調達

資産の取得から運用,投資に至る一連の長期的な資産

活用にまつわる段階において弾力的な資金提供が必要と

して,コミュニティ資産への資金提供,資本金,収益金,助

成金による,段階に合わせた支援,社会的投資家等との共

同投資などによる今後 10 年にわたる持続的な投資

（Dormant Assets fund の開放により今後 10 年でさらに

5 億ポンドの投入が可能と試算）等を求めている。 

2) 新しい法律

英国のあらゆる地域の潜在力を真にレベルアップし

て引き出すために,政府は,コミュニティ主導の活動を支

援するための新しい権限により,地域主義のアジェンダ

を再起動させなければならないとして,コミュニティ所

有の推進に注力する必要性を説いている。具体的に

は,Assets of Community Value (ACV) 法の改正により,

対象資産の範囲の拡充（ハードからソフト,過去の資産を

含む等）,ACV の用途変更計画からの保護,ACV の申請が却

下された場合の不服申し立てルートの設定,ACV を一般

市場で購入する場合の優先交渉権を与える新たなコミュ

ニティ所有権の導入等が挙げられている。

3) 専門家の支援と専門知識の共有

CAT は一つ一つが長く複雑なプロセスであるため,長

期的なスキルとパートナーシップを支援するためのアド

バイス,技術支援,能力開発のパッケージを伴う場合に,

最も効果的に機能する。そのため,政府から独立して運営

される国家的な CAT 支援プログラムが戦略に組み込まれ

るべきで,コミュニティ組織や自治体への専門的アドバ

イス,ピアラーニングプログラムの提供機会の拡充,コミ

ュニティ所有をリードしている自治体のチャンピオン・

ネットワークの構築を求めている。

4) 政府のリーダーシップ

政府横断的なタスクフォースを設置し,高いレベルで

コミュニティ所有・管理を支持する任務を負うべきであ

るとしている。具体的には,Brexit 後の資金調達や Towns 

Fund を通じた資金調達など,国家プログラムや資金調達

にコミュニティ所有の機会を組み込むことで,地域経済

の課題に対する草の根の解決を促進することや,Homes 

England や NHS England など,不動産を保有する他の公

的機関と協力し,その不動産の管理プログラムの中でコ

ミュニティ所有が主要な検討事項となるよう,コミュニ

ティが所有できる土地や建物を開放する機会を国として

つくっていくことを求めている。 

4)-2 地方自治体のリーダーシップとサポート 

地方自治体は,カウンシル全体に適用される CAT 方針

の策定,コミュニティセクターと連携した地域アプロー

チの開発,外部資金を活用する時間を確保できる長期契

約の締結（少なくとも 30 年）という形のコミュニティ支

援,事業計画や資金調達,融資等に関するコミュニティへ

の専門的知識の提供支援等の必要性が提言されている。 

44.. 事事例例（（自自治治体体））：：カカルルダダデデーールル・・カカウウンンシシルル

44..11  都都市市のの概概要要 

カルダデールは,イングランド北部のウェスト・ヨー

クシャー(West Yorkshire)地方にある,人口約 20 万人の

地方都市である注 3）。産業革命期に英国内の毛織物製造の

中心地として栄えたが,第一次世界大戦前には勢いを失

い,採石業等の他の産業基盤の拡大はあったものの都市

の衰退は続き,戦後には廃墟化した産業遺構などが生ま

れた。しかし 1980 年代以降は地域経済の再生や地域環境

の質の向上へ向けた取組が進められている。 

44..22  ココミミュュニニテティィにによよるる資資産産管管理理方方針針のの概概要要 

カルダデール・カウンシルにおける現行のコミュニテ

ィによる資産管理方針は 2014 年に策定され,CAT はコミ

ュニティによる資産管理の一つに位置付けられている。 

1）対象資産

基本的には自治体が CAT を想定する資産を選定し公開

する。またカルダデール・カウンシルでは,自治体所有の

資産をウェブ上で公開しており,CAT を含めたコミュニ

ティによる資産管理の可能性を問う余地がある。自治体

がまだ必要としているか,完全な換価が期待できる重要

な資本価値である場合には対象にならない資産もある。 

2）対象団体

カウンシルの全体的な目的を促進するサービスの提

供を希望するボランティア団体,コミュニティ組織また

は信仰団体であることや,特に自由保有権（freehold）や

不動産賃借権（leasehold）を申請可能な,慈善団体やコ

ミュニティ利益組合等の法人格注 5）を持つことなどが求

められる。 

3）契約期間

契約内容に応じて契約期間は異なる（（表表 44--11））。

4）手続きの流れ

まずは近隣地域チームへの相談から入るが,案件にお

ける責任度の程度により,カウンシルの法人資産・施設管

理部門（Corporate Asset and Facilities Management

（CAFM））による支援を受け,地域住民への情報提供が行

われ,コミュニティ組織による関心表明書の提出後に説

明会の実施,それを受けて,カウンシルの地域資産管理部

門グループ（Community Asset Management Group(CAMG)）

による関心表明の評価を経たのちに,事業計画提出へ向

けたプロセスの開始に至る。この手順を通してコミュニ

ティ組織の,譲渡後に担う管理・運営の責任に対する理解

を促す狙いがある。 

5）評価基準

すべての申請書は以下の 5 つの基準に照らし,提出担

当者の専門的な知識と経験に基づき RAG 評価が下される。 
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強化」「地域の再興」「自治体の金融環境の改善」を,課題 

としては「基金や投資等資金面での有効性」「法的責

任」「土地価格の高騰による資産の有用性」「衰退地にお

ける地域運用の持続性」「自治体での政策・方針不足」「情

報の入手」が挙げられた。それらに基づき,Locality で

は地域向け,自治体向けそれぞれのガイドを作成し,実現

へ向けたノウハウを具体的に示し,引き続き推進に力を

入れている。 

4) キャンペーン：save our space campaign

イングランド内の地方自治体における公的資産の民間

への売却が進んでいる（Locality による調査によれば,

年平均 4,131 の公的所有資産（建物や土地）が民間へ売

却）。コミュニティによる公的資産の所有が,その流れを

食い止める有効な手段であるとし,その手法の一つとし

て CAT が推奨されているが,当該制度の政策策定まで行

った自治体は半分に満たない（41％）。 

こうした状況に対し,Locality では 2018 年 3 月より,”

Save our spaces ” と い う キ ャ ン ペ ー ン を 展 開

し,community asset ownership を進めている。約 10 年

前の研究当初は,「自治体の資産をコミュニティに活用し

てもらおう」というメッセージが強かった印象であるの

に対し,現在は「民間の開発から場所を守ろう」というメ

ッセージがより強くなっている。 

33..33  CCAATT ががももたたららすす効効果果  

 CAT を推進するきっかけとなった『クアーク・レビュ

ー』は,表表 33--22 のようにコミュニティへの効果と経済効

果を示している。その後 2017 年には表表 33--33 のように実

際の成果に基づく効果が示されている。加えて,Locality

は,CAT を通じて英国内各地の自治体で,カウンシルと住

民がパートナーシップを築き,市民インフラを活性化し

近隣地域を変革しているとしている。Locality が行った

イングランド全自治体に対する情報公開請求（FOI）デー

タによれば,過去 5 年間において毎年平均 341 の資産（建

物やスペース）がコミュニティ所有へ移行している。ま

た,先駆的な自治体による事例も複数あり,当初は緊縮財

政によって建物の営業を維持するために動いたが,その

後,市民と協力してコミュニティ所有の幅広い社会的・経

済的利益を引き出し,コミュニティの力によって場所を

変える新しい住民主導の行動の可能性を引き出した。

Locality によれば,このことは,コミュニティが運営し,

地域に根ざしたプロジェクトが,地域社会に具体的な利

益をもたらしていることを示しているとしている。 

33..44  CCAATT をを推推進進すするる上上ででのの課課題題 

1) 緊縮財政による自治体の財政状況の悪化

一方,保守党連立政権時から始まった 10 年にわたるコ

ミュニティ関連予算をはじめとする大幅な緊縮財政によ

り,地域サービスの危機とともに,多くのコミュニティス

ペースが閉鎖され荒廃しているとされる。Locality の調

査によれば,CAT の年間取引量は,一般市場での販売量の

約 1/12 である。また自治体の資産ポートフォリオ全体の

1％未満であり,年間約 4000 のカウンシル所有の資産（建

物やスペース）が公開市場で売却されている。 

2) 自治体の CAT への認識や戦略的アプローチの欠如

また,自治体による CAT への戦略的アプローチの欠如

も課題となっている。Locality による調査では,CAT のプ

ロセスや意思決定の指針となる方針を定めている自治体

は 45％,将来の資産管理や計画の一環として CAT に利用

できる資産を見直すと答えたカウンシルは 20％未満で

あり,CAT が地域計画に組み込まれた役割を果たしきれ

ていないと言える。また,CAT の方針を持たないカウンシ

ルが委譲する資産は,借地権の期間が短期（25 年未満が

主）の場合が多く,コミュニティ所有者は,持続可能な長

期の事業計画策定が難しい状況にある。 

33..55  CCAATT をを推推進進すするる上上でで示示さされれてていいるる主主なな提提言言 

こうした状況に対し,Locality は,2019 年に保守党の

マニフェスト内に掲げられた 1.5 億￡規模の「コミュニ

ティ・オーナーシップ基金」（4 年の運用想定で,第一次

入札は 2021 年 7 月 15 日に開始）について評価した上で,

コミュニティによる所有・管理における段階ごとの変化

に応じた支援を可能にする国家戦略の必要性を提言して

いる文 99）。 

表表 33--22  CCAATT にによよりり期期待待さされれるる効効果果

ココ
ミミ
��
ニニ
テテ
��
へへ
のの
効効
果果

- コミュニティのエンパワーメント 

- 社会的包摂/社会的孤立の減少

- 社会サービスの保護

- 社会的結束

- 地域ネットワークの強化

- 地域社会への帰属意識の高まり

- 地域の遺産・文化的アイデンティティの向上

- 地域の信頼関係の強化

- 品質とユーザー満足度の向上

- 参加・利用状況の改善

経経
済済
効効
果果

- 地域の自給率向上

- 研修の機会

- 採用情報

- 地域での収入源の創出と維持

- 地域の起業・社会活動の活性化

- 犯罪や破壊行為を減少させ,地元警察の経費削減を可能にする

- うつ病に苦しむ人の数が減り,NHS の節約につながる

- 自信のあるボランティアは結果的に雇用しやすくなる

- 資産やサービスの参加と利用を増やす

（出典：DCLG（2007）を筆者修正） 

表表 33--33  実実際際のの成成果果をを基基ににししたた効効果果

CCAATT のの成成果果にに関関すするる公公表表さされれたた証証拠拠にによよるる効効果果 

- コミュニティ組織のビジネス能力の強化。

- 新しい人材を理事会に引き入れる。

- コミュニティ組織の意思決定に対するコントロールのレベルの向上

- 公的機関とコミュニティ企業との間の信頼関係と支援関係の強化

- CAT プロジェクトへの信頼と熱意の向上

- 地域への関与を高め,地域を代表するボランティアを誘致するため

のインセンティブ

（出典：Power to Change(2017)を筆者修正） 

1) 長期的な資金調達

資産の取得から運用,投資に至る一連の長期的な資産

活用にまつわる段階において弾力的な資金提供が必要と

して,コミュニティ資産への資金提供,資本金,収益金,助

成金による,段階に合わせた支援,社会的投資家等との共

同投資などによる今後 10 年にわたる持続的な投資

（Dormant Assets fund の開放により今後 10 年でさらに

5 億ポンドの投入が可能と試算）等を求めている。 

2) 新しい法律

英国のあらゆる地域の潜在力を真にレベルアップし

て引き出すために,政府は,コミュニティ主導の活動を支

援するための新しい権限により,地域主義のアジェンダ

を再起動させなければならないとして,コミュニティ所

有の推進に注力する必要性を説いている。具体的に

は,Assets of Community Value (ACV) 法の改正により,

対象資産の範囲の拡充（ハードからソフト,過去の資産を

含む等）,ACV の用途変更計画からの保護,ACV の申請が却

下された場合の不服申し立てルートの設定,ACV を一般

市場で購入する場合の優先交渉権を与える新たなコミュ

ニティ所有権の導入等が挙げられている。

3) 専門家の支援と専門知識の共有

CAT は一つ一つが長く複雑なプロセスであるため,長

期的なスキルとパートナーシップを支援するためのアド

バイス,技術支援,能力開発のパッケージを伴う場合に,

最も効果的に機能する。そのため,政府から独立して運営

される国家的な CAT 支援プログラムが戦略に組み込まれ

るべきで,コミュニティ組織や自治体への専門的アドバ

イス,ピアラーニングプログラムの提供機会の拡充,コミ

ュニティ所有をリードしている自治体のチャンピオン・

ネットワークの構築を求めている。

4) 政府のリーダーシップ

政府横断的なタスクフォースを設置し,高いレベルで

コミュニティ所有・管理を支持する任務を負うべきであ

るとしている。具体的には,Brexit 後の資金調達や Towns 

Fund を通じた資金調達など,国家プログラムや資金調達

にコミュニティ所有の機会を組み込むことで,地域経済

の課題に対する草の根の解決を促進することや,Homes 

England や NHS England など,不動産を保有する他の公

的機関と協力し,その不動産の管理プログラムの中でコ

ミュニティ所有が主要な検討事項となるよう,コミュニ

ティが所有できる土地や建物を開放する機会を国として

つくっていくことを求めている。 

4)-2 地方自治体のリーダーシップとサポート 

地方自治体は,カウンシル全体に適用される CAT 方針

の策定,コミュニティセクターと連携した地域アプロー

チの開発,外部資金を活用する時間を確保できる長期契

約の締結（少なくとも 30 年）という形のコミュニティ支

援,事業計画や資金調達,融資等に関するコミュニティへ

の専門的知識の提供支援等の必要性が提言されている。 

44.. 事事例例（（自自治治体体））：：カカルルダダデデーールル・・カカウウンンシシルル

44..11  都都市市のの概概要要 

カルダデールは,イングランド北部のウェスト・ヨー

クシャー(West Yorkshire)地方にある,人口約 20 万人の

地方都市である注 3）。産業革命期に英国内の毛織物製造の

中心地として栄えたが,第一次世界大戦前には勢いを失

い,採石業等の他の産業基盤の拡大はあったものの都市

の衰退は続き,戦後には廃墟化した産業遺構などが生ま

れた。しかし 1980 年代以降は地域経済の再生や地域環境

の質の向上へ向けた取組が進められている。 

44..22  ココミミュュニニテティィにによよるる資資産産管管理理方方針針のの概概要要 

カルダデール・カウンシルにおける現行のコミュニテ

ィによる資産管理方針は 2014 年に策定され,CAT はコミ

ュニティによる資産管理の一つに位置付けられている。 

1）対象資産

基本的には自治体が CAT を想定する資産を選定し公開

する。またカルダデール・カウンシルでは,自治体所有の

資産をウェブ上で公開しており,CAT を含めたコミュニ

ティによる資産管理の可能性を問う余地がある。自治体

がまだ必要としているか,完全な換価が期待できる重要

な資本価値である場合には対象にならない資産もある。 

2）対象団体

カウンシルの全体的な目的を促進するサービスの提

供を希望するボランティア団体,コミュニティ組織また

は信仰団体であることや,特に自由保有権（freehold）や

不動産賃借権（leasehold）を申請可能な,慈善団体やコ

ミュニティ利益組合等の法人格注 5）を持つことなどが求

められる。 

3）契約期間

契約内容に応じて契約期間は異なる（（表表 44--11））。

4）手続きの流れ

まずは近隣地域チームへの相談から入るが,案件にお

ける責任度の程度により,カウンシルの法人資産・施設管

理部門（Corporate Asset and Facilities Management

（CAFM））による支援を受け,地域住民への情報提供が行

われ,コミュニティ組織による関心表明書の提出後に説

明会の実施,それを受けて,カウンシルの地域資産管理部

門グループ（Community Asset Management Group(CAMG)）

による関心表明の評価を経たのちに,事業計画提出へ向

けたプロセスの開始に至る。この手順を通してコミュニ

ティ組織の,譲渡後に担う管理・運営の責任に対する理解

を促す狙いがある。 

5）評価基準

すべての申請書は以下の 5 つの基準に照らし,提出担

当者の専門的な知識と経験に基づき RAG 評価が下される。 

住総研  研究論文集・実践研究報告集 No.50, 2023 年版　　237



A. コミュニティ・グループ： 能力,スキル,知識

B. より広いコミュニティとカウンシルの目標への影響

C. 資産： 建物や土地の妥当性と実行可能性

D. リスク： 管理可能か

E. 財務評価： 計画は財政的に実行可能か,よく調査され

ているか

 譲渡の種類 概要 責任度

管管理理契契約約

mmaannaaggeemmeenntt  aaggrreeeemmeenntt

カウンシルが所有する建物や土地の一部

を、コミュニテ組織が、特特定定のの目目的的ののたた

めめにに限限らられれたた期期間間借りること。

とても

低い

占占有有許許可可

lliicceennccee  ttoo ooccccuuppyy

カウンシルが所有する不動産や土地を、

コミュニテ組織が、特特定定のの期期間間使用する

許可。

低い

短短期期不不動動産産賃賃借借権権

ままたたはは借借地地権権

sshhoorrtt  lleeaassee  oorr  tteennaannccyy

カウンシルが所有する不動産の一部また

は全部、または土地の一部を、コミュニ

ティ組織が、数数ヶヶ月月かからら、、簡簡単単ななププロロ

ジジェェククトトででああれればば2255年年ままででのの期期間間で借

りること。

中程度

長長期期不不動動産産賃賃借借権権

lloonngg  lleeaassee

コミュニティ組織は、通通常常2255年年以以上上のの長長

期期契契約約を結ぶ。 通常建物全体またはより

広大な土地を対象とする。カウンシルは

コミュニティ組織がその資産でできるこ

とに制限を課すことができる。

とても

高い

自自由由保保有有権権のの譲譲渡渡

ffrreeeehhoolldd  ttrraannssffeerr

不動産の所所有有権権ははすすべべててココミミュュニニテティィ

組組織織にに移移るる。カウンシルはコミュニティ

組織がその資産でできることに制限を課

すことができる。

とても

高い

44..33  CCAATT のの実実施施状状況況 

カルダデールでこれまでに行われてきた主な CAT 事例

は表表 44--22 の通りである注 6）。代表的な例として,2000 年代

初頭から CAT の取組として,民間資産を買収,改修を経て

2007 年にコミュニティによる管理のもとオープンした

エルシー・ホワイトリー・イノベーション・センター

（Elsie Whitely Innovation Centre(以下,EWIC）),英国

初の市庁舎事例であるヘブデン・ブリッジ・タウンホー

ル（2010 年に 40 年契約）,英国最大規模の事案であるス

リーウェイズ・センター（2013 年）,6000 ㎡を超えるグ

レード 1 の歴史資産であるピース・ホール（2017 年再オ

ープン）などがあり,継続的かつ多様な種類の資産の CAT

を実現している。委託先は主に慈善団体または慈善団体

に準ずる組織,保証有限責任会社やコミュニティ利益会

社,コミュニティ利益組合となっている。 

44..44  ココミミュュニニテティィ組組織織ととのの連連携携 

また,カルダデールでは,2016 年に英国初のコミュニ

ティ・アンカー方針を打ち出している。コミュニティ・

アンカーとは,「地域の感覚にしっかりと根ざし,積極的

な経済的,社会的,環境的変化に取り組む」「地域で活動す

るコミュニティ主導の独立組織」と定義され,地域社会の

リーダーとして変革を推進し,住民のためのサービスの

提供やコミュニティ資産の活用による長期的なレジリエ

ンス（回復力）とサステナビリティ（持続可能性）をも

たらす存在と位置付けている。 

この方針に基づき,カルダデール・カウンシル内のコ

ミュニティ・アンカーのネットワーク（Community Anchor

Network（以下,CAN））を形成することを目的とし,2019

年より約 3 カ月に 1 回の定例会議を開催している。会議

には,コミュニティ・アンカーであるコミュニティ組織と

ともに,カルダデール・カウンシル職員,Voluntary and 

Community Calderdale (VAC)のメンバーなど約 20 名が参

加する。国の機関である Locality 職員による会の運営・

進行のもと,各コミュニティ組織の取組の現状報告や課

題の共有や,国レベルの政策動向や助成金等の情報提供, 

政策立案等の自治体側の進行中の事案に関連する意見収

集や検討が行われている。 

カウンシルとしては,「カルダデール全体の豊かなま

ちと強固なコミュニティの実現には,強力なコミュニテ

ィ・アンカーを持つことが重要」であるとし,これらの組

織の役割と連携の強化を図ることで,地域全体やコミュ

ニティに利益もたらすことを目指している。実際,傘下組

織の多くが CAT を実施しており,「地域社会の指導的役割

を果たし,地域住民に力を与え,地域社会の変化を促すサ

ービスの地域プロバイダーである」という役割を CAT の

実施を含めて体現していると言える。 

55.. 事事例例：：エエルルシシーー・・ホホワワイイトトリリーー・・イイノノベベーーシショョンン・・

セセンンタターー（（EEWWIICC））

55..11  取取組組のの経経緯緯 

ハリファクス（Halifax）は,カルダデールの中核都市

であり,かつては布地貿易の中心地であった。しかし,多

表表 44--11  譲譲渡渡のの種種類類にによよるる管管理理のの取取りり決決めめののガガイイドド  

（出典:Calderdale Council(2014)を筆者修正） 

表表 44--22  カカルルダダデデーールルににおおけけるる主主なな CCAATT 事事例例  

対象資産 委譲先 契約年 契約期間

HHaannssoonn  LLaannee  EEnntteerrpprriissee  CCeennttrree Halifax Opportunities Trust(HOT) 2002年 125年（当初25年）

EEllssiiee  WWhhiitteellyy  IInnnnoovvaattiioonn  CCeennttrree Halifax Opportunities Trust(HOT) 2007年 25年

HHeebbddeenn  BBrriidd ggee  TToowwnn  HHaallll Hebden Bridge Community Association(HBCA) 2010年 125年（当初40年）

HHeebbddeenn  BBrriidd ggee  PPiiccttuurree  HHoouussee Hebden Bridge　Town Council 2012年 125年

LLaanndd  ooff  GGrree aatt  RRoocckk  aanndd  CChhaarrll eesstt oowwnn Blackshaw Palish Council 2012年 自由保有権

CCeennttrree  aatt  TT hhrreeeewwaayyss Centre at Threeways 2013年 終了（2020年に返還）

TThhoommaass  SSttrree eett((OOrraannggee  BBooxx)) The Square Chapel Trust 2013年 終了（2018年に返還）

YYoouutthh  HHoouussee Hebden Bridge Light Opera Society 2013年 終了（2019年に返還）

PPiieeccee  HHaallll Piece Hall Trust 2013年 125年

BBiirrkkss  CCoouurrtt Calder Valley Community Land Trust (CVCLT) 2015年 自由保有権

SSoowweerrbbyy  BBrrii ddggee　　FFiirree  &&  WWaatteerr Sowerby Bridge　Fire & Water Limited 2016年 125年

FFiieelldd  LLaannee  CCoommmmuunniittyy  CCeennttrree The Space @ Field Lane Group 2017年 125年

FFoorreesstt  CCootttt aaggee  &&  FFoouurr  FFiieellddss   SSii ttee,,  OOvvee nnddee nn OSCA 2018年 125年

LLuuddddeennddeennffoo oott  CCiivviicc  IInnssttiittuutt ee Luddendenfoot Community Association 2019年 125年（活動停止中）

NNoorrtthhoowwrraamm  TTeennnniiss  CCoouurrttss Trustees of Northowram Tennis Club 2020年 50年

TTooddmmoorrddeenn  CC oolllleeggee Todmorden Learning Centre and Community Hub(TLCCH) 2021年 125年

HHeeppttoonnssttaallll   MMuusseeuumm Friends of Heptonstall Museum(FOHM) 2023年 125年

くの工場が閉鎖され,廃墟は時に反社会的行為の巣窟と

なり,治安悪化の一因となっていた。エルシー・ホワイト

リー氏によって利用されていた工場も同様だったが,

2002 年,カルダデール・カウンシルとヨークシャー・フ

ォワード（Yorkshire Forward）によって買収され,その

2 年後にさまざまなパートナーから 500 万ポンドを超え

る投資がなされた。結果,廃工場を再興する取組が始ま

り,2007 年に EWIC は人々が集うイベントスペースや,若

いクリエイターたちが共同作業できるテナントスペース

を備えたハブスペースとしてオープンした（（写写真真 55--11,,22））。 

そしてテナントや地元の起業家を支援し,人々や地元

の文化を奨励するコミュニティ・イベントを開催してき

た。さらに,カルダデール・カウンシルが資金を提供

し,EWIC が管理するクリエイティブ・プロジェクトは,カ

ルダデール全体のクリエイティブ産業ネットワークの開

発と運営に貢献し,域内投資を呼び込み,地元のクリエイ

ティブ産業とデジタル産業の競争力を向上させている。

現在では,若者の起業支援や地域活性化のハブとなる拠

点となり,地域の課題であった若者の雇用にも貢献する

場所となっている。  

55..22  ココミミュュニニテティィ組組織織のの概概要要 

ハリファックス・オポチュニティーズ・トラスト

（Halifax Opportunities Trust(以下,HOT）)は,カルダ

デール全域で多文化で自立した活気あるコミュニティを

作るために活動する登録慈善団体である。もともと政府

出資のウェスト・セントラル・ハリファックス・パート

ナーシップ（West Halifax Partnership）が 2002 年に終

了した際,その活動の一部を継続することを目的に 2000

年に設立された。繁栄する地域社会を作るために重要と

とらえる,雇用,学習,ウェルビーイング,企業,包括的統

合,そして子供と家族の 6 つの分野を主要な活動テーマ

とし,カルダデール内で 5 つのチャイルドケアセンター

の運営や語学学習プログラム等の提供,若手起業家等の

オフィス空間の提供,雇用支援など幅広い活動を展開

し,2023 年時点で 21 周年を迎える。 

2021/2022 年度の報告書によると,現在運営する二つ

のセンター（HOT,Hanson Lane Enterprise Centre（以

下,HLEC））における起業家向けテナントの専有率は 97％

とほぼ埋まっており,センター全体として 300 の雇用を

生んでいる。 

55..33  CCAATT にに関関すするる自自治治体体ととのの契契約約内内容容 

HOT は,カルダデール・カウンシルと 25 年の管理契約

を結んでいる。管理費（家賃収入の 15％）を差し引いた

利益は,ビルや地元企業へ再投資される。 

55..44  CCAATT のの評評価価 

CAT に対する評価について,HOT,カウンシル,Locality

に対し,これまでに 2011-12 年,2020 年（（表表 55--11））,2023

年にヒアリングを行っている。 

CAT の評価について,2011-12 年調査時は,どのヒアリ

ング対象者も,地域再生のための CAT に基本的に賛成で

あり,CAT の普及が進んでいると感じていた。特にカルダ

デールの場合は,自治体とコミュニティ組織それぞれが

CAT の意義を認識し,その価値を共有していた。 

2020 年調査では,HOT は福祉サービスの提供や地場産

業の拠点センター運営で地域社会に継続的に貢献してき

ており,今後も CAT を活用した新たな資産運用を計画す

るなど,CATの実績を経てなおCATに価値を見いだしてい

た。自治体側も,域内で様々な CAT プロジェクトが実施さ

れ,英国内でも注目される先進事例が生まれるほど継続

的に実績を積み上げていた。 

一方,CAT に対する懸念については,2011-12 年調査時

ですでに,CAT における資産委譲後の事業継続の難しさ

を双方に認識していた。コミュニティ側は自治体からの

責任の押し付けを懸念し,自治体側はコミュニティ組織

の実行力を懸念していた。 

さらに 2020 年調査では,自治体側は,資産委譲後もコ

ミュニティ組織への継続的なケアが必要であることや,

予算配分が限られていることなどから,「政策の観点から

は,CAT を常に優先させることはできない状況である」な

ど,さらなる困難を抱えていた。 

調査を通して,カルダデールでは,CAT 推進の背景にあ

るコミュニティによる自律的運営力の醸成が実現されて

いる様子が CAT の意義の認識やさらなる実績へ向けた意

欲などから確認できる。一方,この間の中央政府の予算削

減等の影響が,自治体とコミュニティ組織間の関係や

CAT の推進において出ているとわかる。自治体が躊躇な

くコミュニティと協力できる環境づくりとしての中央政

府の推進力とサポートが求められている。 

写写真真 55--11,,22  EEWWIICC 改改修修前前（（外外観観・・内内観観））、、写写真真 55--33,,44  EEWWIICC 改改修修後後（（外外観観、、内内観観））((写写真真提提供供 HHOOTT))  
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A. コミュニティ・グループ： 能力,スキル,知識

B. より広いコミュニティとカウンシルの目標への影響

C. 資産： 建物や土地の妥当性と実行可能性

D. リスク： 管理可能か

E. 財務評価： 計画は財政的に実行可能か,よく調査され

ているか

 譲渡の種類 概要 責任度

管管理理契契約約

mmaannaaggeemmeenntt  aaggrreeeemmeenntt

カウンシルが所有する建物や土地の一部

を、コミュニテ組織が、特特定定のの目目的的ののたた

めめにに限限らられれたた期期間間借りること。

とても

低い

占占有有許許可可

lliicceennccee  ttoo ooccccuuppyy

カウンシルが所有する不動産や土地を、

コミュニテ組織が、特特定定のの期期間間使用する

許可。

低い

短短期期不不動動産産賃賃借借権権

ままたたはは借借地地権権

sshhoorrtt  lleeaassee  oorr  tteennaannccyy

カウンシルが所有する不動産の一部また

は全部、または土地の一部を、コミュニ

ティ組織が、数数ヶヶ月月かからら、、簡簡単単ななププロロ

ジジェェククトトででああれればば2255年年ままででのの期期間間で借

りること。

中程度

長長期期不不動動産産賃賃借借権権

lloonngg  lleeaassee

コミュニティ組織は、通通常常2255年年以以上上のの長長

期期契契約約を結ぶ。 通常建物全体またはより

広大な土地を対象とする。カウンシルは

コミュニティ組織がその資産でできるこ

とに制限を課すことができる。

とても

高い

自自由由保保有有権権のの譲譲渡渡

ffrreeeehhoolldd  ttrraannssffeerr

不動産の所所有有権権ははすすべべててココミミュュニニテティィ

組組織織にに移移るる。カウンシルはコミュニティ

組織がその資産でできることに制限を課

すことができる。

とても

高い

44..33  CCAATT のの実実施施状状況況 

カルダデールでこれまでに行われてきた主な CAT 事例

は表表 44--22 の通りである注 6）。代表的な例として,2000 年代

初頭から CAT の取組として,民間資産を買収,改修を経て

2007 年にコミュニティによる管理のもとオープンした

エルシー・ホワイトリー・イノベーション・センター

（Elsie Whitely Innovation Centre(以下,EWIC）),英国

初の市庁舎事例であるヘブデン・ブリッジ・タウンホー

ル（2010 年に 40 年契約）,英国最大規模の事案であるス

リーウェイズ・センター（2013 年）,6000 ㎡を超えるグ

レード 1 の歴史資産であるピース・ホール（2017 年再オ

ープン）などがあり,継続的かつ多様な種類の資産の CAT

を実現している。委託先は主に慈善団体または慈善団体

に準ずる組織,保証有限責任会社やコミュニティ利益会

社,コミュニティ利益組合となっている。 

44..44  ココミミュュニニテティィ組組織織ととのの連連携携 

また,カルダデールでは,2016 年に英国初のコミュニ

ティ・アンカー方針を打ち出している。コミュニティ・

アンカーとは,「地域の感覚にしっかりと根ざし,積極的

な経済的,社会的,環境的変化に取り組む」「地域で活動す

るコミュニティ主導の独立組織」と定義され,地域社会の

リーダーとして変革を推進し,住民のためのサービスの

提供やコミュニティ資産の活用による長期的なレジリエ

ンス（回復力）とサステナビリティ（持続可能性）をも

たらす存在と位置付けている。 

この方針に基づき,カルダデール・カウンシル内のコ

ミュニティ・アンカーのネットワーク（Community Anchor

Network（以下,CAN））を形成することを目的とし,2019

年より約 3 カ月に 1 回の定例会議を開催している。会議

には,コミュニティ・アンカーであるコミュニティ組織と

ともに,カルダデール・カウンシル職員,Voluntary and 

Community Calderdale (VAC)のメンバーなど約 20 名が参

加する。国の機関である Locality 職員による会の運営・

進行のもと,各コミュニティ組織の取組の現状報告や課

題の共有や,国レベルの政策動向や助成金等の情報提供, 

政策立案等の自治体側の進行中の事案に関連する意見収

集や検討が行われている。 

カウンシルとしては,「カルダデール全体の豊かなま

ちと強固なコミュニティの実現には,強力なコミュニテ

ィ・アンカーを持つことが重要」であるとし,これらの組

織の役割と連携の強化を図ることで,地域全体やコミュ

ニティに利益もたらすことを目指している。実際,傘下組

織の多くが CAT を実施しており,「地域社会の指導的役割

を果たし,地域住民に力を与え,地域社会の変化を促すサ

ービスの地域プロバイダーである」という役割を CAT の

実施を含めて体現していると言える。 

55.. 事事例例：：エエルルシシーー・・ホホワワイイトトリリーー・・イイノノベベーーシショョンン・・

セセンンタターー（（EEWWIICC））

55..11  取取組組のの経経緯緯 

ハリファクス（Halifax）は,カルダデールの中核都市

であり,かつては布地貿易の中心地であった。しかし,多

表表 44--11  譲譲渡渡のの種種類類にによよるる管管理理のの取取りり決決めめののガガイイドド  

（出典:Calderdale Council(2014)を筆者修正） 

表表 44--22  カカルルダダデデーールルににおおけけるる主主なな CCAATT 事事例例  

対象資産 委譲先 契約年 契約期間

HHaannssoonn  LLaannee  EEnntteerrpprriissee  CCeennttrree Halifax Opportunities Trust(HOT) 2002年 125年（当初25年）

EEllssiiee  WWhhiitteellyy  IInnnnoovvaattiioonn  CCeennttrree Halifax Opportunities Trust(HOT) 2007年 25年

HHeebbddeenn  BBrriiddggee  TToowwnn  HHaallll Hebden Bridge Community Association(HBCA) 2010年 125年（当初40年）

HHeebbddeenn  BBrriiddggee  PPiiccttuurree  HHoouussee Hebden Bridge　Town Council 2012年 125年

LLaanndd  ooff  GGrreeaatt  RRoocckk  aanndd  CChhaarrlleessttoowwnn Blackshaw Palish Council 2012年 自由保有権

CCeennttrree  aatt  TThhrreeeewwaayyss Centre at Threeways 2013年 終了（2020年に返還）

TThhoommaass  SSttrreeeett((OOrraannggee  BBooxx)) The Square Chapel Trust 2013年 終了（2018年に返還）

YYoouutthh  HHoouussee Hebden Bridge Light Opera Society 2013年 終了（2019年に返還）

PPiieeccee  HHaallll Piece Hall Trust 2013年 125年

BBiirrkkss  CCoouurrtt Calder Valley Community Land Trust (CVCLT) 2015年 自由保有権

SSoowweerrbbyy  BBrriiddggee　　FFiirree  &&  WWaatteerr Sowerby Bridge　Fire & Water Limited 2016年 125年

FFiieelldd  LLaannee  CCoommmmuunniittyy  CCeennttrree The Space @ Field Lane Group 2017年 125年

FFoorreesstt  CCoottttaaggee  &&  FFoouurr  FFiieellddss  SSiittee,,  OOvveennddeenn OSCA 2018年 125年

LLuuddddeennddeennffoooott  CCiivviicc  IInnssttiittuuttee Luddendenfoot Community Association 2019年 125年（活動停止中）

NNoorrtthhoowwrraamm  TTeennnniiss  CCoouurrttss Trustees of Northowram Tennis Club 2020年 50年

TTooddmmoorrddeenn  CCoolllleeggee Todmorden Learning Centre and Community Hub(TLCCH) 2021年 125年

HHeeppttoonnssttaallll  MMuusseeuumm Friends of Heptonstall Museum(FOHM) 2023年 125年

くの工場が閉鎖され,廃墟は時に反社会的行為の巣窟と

なり,治安悪化の一因となっていた。エルシー・ホワイト

リー氏によって利用されていた工場も同様だったが,

2002 年,カルダデール・カウンシルとヨークシャー・フ

ォワード（Yorkshire Forward）によって買収され,その

2 年後にさまざまなパートナーから 500 万ポンドを超え

る投資がなされた。結果,廃工場を再興する取組が始ま

り,2007 年に EWIC は人々が集うイベントスペースや,若

いクリエイターたちが共同作業できるテナントスペース

を備えたハブスペースとしてオープンした（（写写真真 55--11,,22））。 

そしてテナントや地元の起業家を支援し,人々や地元

の文化を奨励するコミュニティ・イベントを開催してき

た。さらに,カルダデール・カウンシルが資金を提供

し,EWIC が管理するクリエイティブ・プロジェクトは,カ

ルダデール全体のクリエイティブ産業ネットワークの開

発と運営に貢献し,域内投資を呼び込み,地元のクリエイ

ティブ産業とデジタル産業の競争力を向上させている。

現在では,若者の起業支援や地域活性化のハブとなる拠

点となり,地域の課題であった若者の雇用にも貢献する

場所となっている。  

55..22  ココミミュュニニテティィ組組織織のの概概要要 

ハリファックス・オポチュニティーズ・トラスト

（Halifax Opportunities Trust(以下,HOT）)は,カルダ

デール全域で多文化で自立した活気あるコミュニティを

作るために活動する登録慈善団体である。もともと政府

出資のウェスト・セントラル・ハリファックス・パート

ナーシップ（West Halifax Partnership）が 2002 年に終

了した際,その活動の一部を継続することを目的に 2000

年に設立された。繁栄する地域社会を作るために重要と

とらえる,雇用,学習,ウェルビーイング,企業,包括的統

合,そして子供と家族の 6 つの分野を主要な活動テーマ

とし,カルダデール内で 5 つのチャイルドケアセンター

の運営や語学学習プログラム等の提供,若手起業家等の

オフィス空間の提供,雇用支援など幅広い活動を展開

し,2023 年時点で 21 周年を迎える。 

2021/2022 年度の報告書によると,現在運営する二つ

のセンター（HOT,Hanson Lane Enterprise Centre（以

下,HLEC））における起業家向けテナントの専有率は 97％

とほぼ埋まっており,センター全体として 300 の雇用を

生んでいる。 

55..33  CCAATT にに関関すするる自自治治体体ととのの契契約約内内容容 

HOT は,カルダデール・カウンシルと 25 年の管理契約

を結んでいる。管理費（家賃収入の 15％）を差し引いた

利益は,ビルや地元企業へ再投資される。 

55..44  CCAATT のの評評価価 

CAT に対する評価について,HOT,カウンシル,Locality

に対し,これまでに 2011-12 年,2020 年（（表表 55--11））,2023

年にヒアリングを行っている。 

CAT の評価について,2011-12 年調査時は,どのヒアリ

ング対象者も,地域再生のための CAT に基本的に賛成で

あり,CAT の普及が進んでいると感じていた。特にカルダ

デールの場合は,自治体とコミュニティ組織それぞれが

CAT の意義を認識し,その価値を共有していた。 

2020 年調査では,HOT は福祉サービスの提供や地場産

業の拠点センター運営で地域社会に継続的に貢献してき

ており,今後も CAT を活用した新たな資産運用を計画す

るなど,CATの実績を経てなおCATに価値を見いだしてい

た。自治体側も,域内で様々な CAT プロジェクトが実施さ

れ,英国内でも注目される先進事例が生まれるほど継続

的に実績を積み上げていた。 

一方,CAT に対する懸念については,2011-12 年調査時

ですでに,CAT における資産委譲後の事業継続の難しさ

を双方に認識していた。コミュニティ側は自治体からの

責任の押し付けを懸念し,自治体側はコミュニティ組織

の実行力を懸念していた。 

さらに 2020 年調査では,自治体側は,資産委譲後もコ

ミュニティ組織への継続的なケアが必要であることや,

予算配分が限られていることなどから,「政策の観点から

は,CAT を常に優先させることはできない状況である」な

ど,さらなる困難を抱えていた。 

調査を通して,カルダデールでは,CAT 推進の背景にあ

るコミュニティによる自律的運営力の醸成が実現されて

いる様子が CAT の意義の認識やさらなる実績へ向けた意

欲などから確認できる。一方,この間の中央政府の予算削

減等の影響が,自治体とコミュニティ組織間の関係や

CAT の推進において出ているとわかる。自治体が躊躇な

くコミュニティと協力できる環境づくりとしての中央政

府の推進力とサポートが求められている。 

写写真真 55--11,,22  EEWWIICC 改改修修前前（（外外観観・・内内観観））、、写写真真 55--33,,44  EEWWIICC 改改修修後後（（外外観観、、内内観観））((写写真真提提供供 HHOOTT))  
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表表 55--11  ヒヒアアリリンンググよよりり得得らられれたた各各主主体体のの CCAATT へへのの評評価価  
ココミミュュニニテティィ

組組織織  
地地方方自自治治体体  支支援援組組織織  

HOT Calderdale Council Locality 

CCAATT
のの  

評評価価  

うまくいって
いる/満足 

ケースによる
※複数事業を支援

重要である 

課課題題  

・長期的なサポート
・バランスの取れた

予算
・裁量

・時間がかかる
・投資が必要
・サポートが必須

改改善善  
要要望望  

契約期間の 
延長 

※現在は 25 年

コミュニティ側の
管理スキルの向上
※HOT は問題なし

自治体には CAT の
独自の方針作成を 

進めてほしい 
※Calderdale は策定

済 

困困難難  
コミュニティ
関連予算削減

コミュニティ
関連予算削減

Localism に関する
政府の言及不足 
（位置づけが弱い） 

（2020 年 1 月調査をもとに、筆者作成） 

55..55  今今後後のの展展開開 

2023 年調査時点で,カルダデール・カウンシルでは,

新たなCAT対象案件が公開されているが,この案件にHOT

は関心を示し,CAT を行う方向で関係部署等と調整を進

めている。 

66.. 事事例例（（そそのの他他のの CCAATT 事事例例））

66..11  事事例例調調査査かからら明明ららかかににななっったた傾傾向向とと実実態態 

1）CAT に至る経緯

基本的には,自治体が CAT を行う意向を示した資産に

対してコミュニティ側からの所有・管理の申請を受け付

ける流れが基本となる。しかし実際には,事前に市民向け

のフォーラムを開催する中で地元住民の意向を図る場合,

図書館の統廃合などを目的として生まれる同一用途の余

剰資産に対して一度に CAT を実施する場合,実績を積ん

だ特定のコミュニティ組織に対し行政側から打診する場

合など,行政側から持ち掛けるケースと,反対に民間への

売却等を目的とした資産処分の計画に対し,地元住民か

ら反対運動が起こり CAT で解決する場合,閉鎖された公

的資産の活用を希望する住民側から CAT を持ち掛ける場

合など,コミュニティ側から打診するケースの両方がみ

られた。 

2）契約内容

自治体側は,公的資産を完全に手放す自由保有権より

も長期の不動産賃借権を選択するケースが一般的である。

この点は,特に規模の大きな資産を扱う場合においては

自治体との連携関係を継続する意味でもコミュニティ側

にも利点に感じる面があることがわかった。ただし,小規

模な資産や,住宅等の新たな建築行為を目的とした土地

を扱う場合などで行政との連携より裁量の自由度を優先

したい事案においては,自由保有権をコミュニティ側が

希望する場合があることもわかった。 

3）契約期間の設定

契約期間については,カルダデール・カウンシルでは方

針内で基準を示しており,資産の規模に関わらず 125 年

の不動産賃借権を選択するケースが多い。しかし,自治体

側が将来的に民間事業者への売却や自治体自身による資

産活用の将来的な可能性を残したい場合などは,20 年前

後の短期契約を提示してくるケースもある。しかしそれ

はコミュニティ側にとっては資産価値が下がることを意

味し融資を受ける際の弊害になるため,例えばクラウ

ン・ストリートの事案では,最低 30 年,基本 50 年以上の

期間をコミュニティ側は望んでいる。 

なお,EWICの事案では,現在125年の契約を希望してい

るが,当時 25 年契約でスタートした国の補助金が投入さ

れたプロジェクトであることから,国と自治体との間で

の契約内容の変更手続きを行う必要がある。しかしその

複雑な状況から進展が見られないまま,契約満了まで 7

年程となり,そのことが入居するテナントとの契約期間

の設定にも影響するなど,CAT の契約期間の設定がコミ

ュニティ側の資産運営上の課題にもつながりうることが

わかった。 

4）建物状況

基本的には公的資産の中でも余剰資産が対象となる

CAT では,長年放置された傷みの激しい建物,旧式の電

気・暖房設備や内装など,建物状況が良好でないケースも

多い。加えて,地域住民が長年親しむ資産はグレード登録

された歴史的建物である場合も多く,改修する上での制

限があるケースも多い。 

また CAT の意義の点からも,地域住民に広く利用され

るコミュニティハブとなる可能性の有無は資産を評価す

る上での重要な判断基準の一つであることがわかった。

実際,ラデンデンフットのコミュニティ・センターの間口

の狭く高低差のある入口部分がアクセスの妨げになって

いること,へプトンストール博物館の1階と2階部分が内

部で行き来できない構造であること等が活用へ向けた課

題のひとつに挙げられている。管理しうる建物規模,形状

だけでなく,間口の広さ,高低差を含めたアプローチのし

やすさ,回遊性など,改修で対応しきれない空間構成要素

は,資産活用の可能性に関わるポイントである。 

5）組織体制

CAT による委譲先は,コミュニティ組織等と定義され

ているが,その形態は事業内容により戦略的に選択され

ている。特に,CAT 実施へ向けた資金調達,助成金獲得へ

向け,慈善団体または準ずる組織であることにより申請

できる助成制度の幅が広がる。そのため,調査対象内では

特に慈善団体としての登録が困難な場合において,社会

的活動を遂行するための事業活動が可能な社会的企業の

法人形態であるコミュニティ利益組合（community 

benefit society）を選択するケースが複数あった。登録

においては事業計画をもとに審査されるが,事業性が優

位であると判断される場合や,将来的な展開の具体性が

乏しいと判断される場合等は受理されないケースもある

ことがわかった。この点においては,長期的な見通しを担

保しにくい CAT の性質からして,公益的側面と事業的側

面のバランスを求められること,一方でハード改善が可

能な規模の資金調達は必要であることなど,求められる

要件をクリアする上でのハードルなど,複数あることが

わかった。 

なおその点において,EWICなどを管理するHOTは,当初

EWIC は慈善団体の HOT で,HLEC は HLEC Ltd.を別途設立

し別々に運営していたが,最終的に HOT enterprise を

新たに立ち上げ,HOT と HLEC の CAT の契約は HOT が自治

体で行い,HOT から HOT enterprise へサブリースをし

て,2 施設の運営を担う形に至った。並行して HOT は慈善

団体としての役割を維持し,慈善活動などの公益的側面

と,事業運営というビジネス的側面の両輪を使い分けな

がら複数資産の管理,事業の運用を行うに至っている。 

6）運用の工夫

コミュニティの拠点となる場づくりの工夫として,多

様な立場の人々に利用されるための視点が見られた。例

えばヘプトンストール博物館では,博物館階下の空間を

将来的に宿泊施設やカフェを,ファイヤー＆ウォーター

では,芸術文化拠点を目指し,観劇ホール,舞台の設置,屋

外テラス付きの飲食物販スペースといった収益事業も計

画している。また建物改修プロセスも,中高年男性チーム

による定期的な DIY 活動機会の創出,地元大学の建築学

生との連携による教育プログラムとしての位置づけ等を

行うことで,プロジェクトに関わる人材の開拓へつなげ

ている。加えて,トッドモーデン・カレッジ同様,カルダ

デールでは数か所のみ注 7)の障がい者向けの更衣室付き

洗面所の設置を計画しており,地元住民以外にとっても

利用しやすい開かれた拠点づくりの工夫を行っている。 

 さらに,トッドモーデン・カレッジでは,コミュニティ

カレッジとして,環境意識の醸成を打ち出した取組を施

設全体で行っている。施設内では,環境負荷の低い建材を

利用した改修を計画し,それらを使用した環境教育を地

元住民やリバプール大学の学生等へ向けて実施している。

このアプローチは,CAT において運営面で課題の一つと

なる建物のランニングコストの面における対策を取りな

がら,将来のコミュニティの意識をつくる教育活動の素

材としても生かしている点が特徴的である。 

7）CAT 実施後の変化

フィールドレーン・コミュニティ・センターは,自治体

管理時には建物内も暗く地域状況も治安が良好でなかっ

たが,2016年にCATを実施後内装の改修とともに,地域住

民が世代によらず集えるよう,教会の礼拝場,ダンスホー

ル,ビンゴゲーム等の幅広いタイプのイベント等の施設

利用,図書館サービスの一部機能代行,食事の提供等,地

元住民が楽しめるサービス提供を実施した結果,屋外で

も運動をする子供が増えるなど CAT を行った後の治安が

改善を実感している。加えてセンターで行われるイベン

ト運営に地元高校生が積極的に参加するなどの変化も,

地域にとっては幅広い世代の担い手,人材の育成の観点

からも大きな価値である。また,カルダーバリー・コミュ

ニティ・ランド・トラストは,CAT により取得した土地に

高齢者向け住宅の供給などの実績を積んできたことで,

公益的な活動を通して地域からの信頼を育み,その結果

行政からの資産活用に関する相談だけでなく,地元住民

が扱いに困った個人資産のアフォーダブル住宅としての

活用相談等を持ち掛けられるといった新たな展開につな

がっている。 

66..22  求求めめらられれるる改改善善点点  

CAT に関して改善を求めたい点として調査で挙げられ

た主な点は以下の通りである。 

1）行政内の縦割りの解消,部署間連携の必要性,ビジ

ョン共有の必要性 

 CAT を実施するにあたり,特に契約内容をまとめるま

での過程において,行政との折衝が発生するが,コミュニ

ティ組織は,事業計画の提出だけでなく,契約内容の交渉,

助成金の申請,融資の獲得,必要に応じて組織登録手続き

など,様々な事務手続きを並行して行うことを求められ

る。しかし所管部署が異なる場合,事業計画内容やその背

景,将来ビジョンが横断的に共有されていないことで,部

署によって申請が通らなかったり,相関関係がある手続

きの場合,他の進捗が滞り影響するケースが複数あった。

たとえ上層部とのビジョン共有ができていても担当レベ

ルでの共有には至っていない場面も多く,事業の先に描

くビジョンを共有することの必要性が挙げられていた。 

2）コミュニティ組織への理解,評価の向上

英国で初のコミュニティ・アンカー方針を策定し,コミ

ュニティ組織との連携を深めてきたカルダデールである

が,コミュニティ・アンカーであるコミュニティ組織が,

自治体ができないような資金を地域にもたらし,健康や

ウェルビーイング,環境を改善する社会サービスの提供

を実現してきた貢献や組織に対する存在価値への理解が,

依然として地域レベルでの浸透に至っていないことを課

題として認識している。 

なおこの点に対する改善策として,カルダデール・カ

ウンシルのボランタリー・コミュニティおよび社会的企

業  (Voluntary, Community and Social Enterprise 

(VCSE))戦略における必要な視点として,自治体とセクタ

ー共同でのビジョンの設定,カルダデールの VCSE セクタ

ーが発展するための環境づくり,真剣なプロフェッショ

ナルのパートナーとして扱われるようなカウンシルとの

協働のあり方の提示など,VCSE の価値,役割,プロフェッ

ショナリズムを確立することを挙げられた。注 8)
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表表 55--11  ヒヒアアリリンンググよよりり得得らられれたた各各主主体体のの CCAATT へへのの評評価価  
ココミミュュニニテティィ

組組織織  
地地方方自自治治体体  支支援援組組織織  

HOT Calderdale Council Locality 

CCAATT
のの  

評評価価  

うまくいって
いる/満足 

ケースによる
※複数事業を支援

重要である 

課課題題  

・長期的なサポート
・バランスの取れた

予算
・裁量

・時間がかかる
・投資が必要
・サポートが必須

改改善善  
要要望望  

契約期間の 
延長 

※現在は 25 年

コミュニティ側の
管理スキルの向上
※HOT は問題なし

自治体には CAT の
独自の方針作成を 

進めてほしい 
※Calderdale は策定

済 

困困難難  
コミュニティ
関連予算削減

コミュニティ
関連予算削減

Localism に関する
政府の言及不足 
（位置づけが弱い） 

（2020 年 1 月調査をもとに、筆者作成） 

55..55  今今後後のの展展開開 

2023 年調査時点で,カルダデール・カウンシルでは,

新たなCAT対象案件が公開されているが,この案件にHOT

は関心を示し,CAT を行う方向で関係部署等と調整を進

めている。 

66.. 事事例例（（そそのの他他のの CCAATT 事事例例））

66..11  事事例例調調査査かからら明明ららかかににななっったた傾傾向向とと実実態態 

1）CAT に至る経緯

基本的には,自治体が CAT を行う意向を示した資産に

対してコミュニティ側からの所有・管理の申請を受け付

ける流れが基本となる。しかし実際には,事前に市民向け

のフォーラムを開催する中で地元住民の意向を図る場合,

図書館の統廃合などを目的として生まれる同一用途の余

剰資産に対して一度に CAT を実施する場合,実績を積ん

だ特定のコミュニティ組織に対し行政側から打診する場

合など,行政側から持ち掛けるケースと,反対に民間への

売却等を目的とした資産処分の計画に対し,地元住民か

ら反対運動が起こり CAT で解決する場合,閉鎖された公

的資産の活用を希望する住民側から CAT を持ち掛ける場

合など,コミュニティ側から打診するケースの両方がみ

られた。 

2）契約内容

自治体側は,公的資産を完全に手放す自由保有権より

も長期の不動産賃借権を選択するケースが一般的である。

この点は,特に規模の大きな資産を扱う場合においては

自治体との連携関係を継続する意味でもコミュニティ側

にも利点に感じる面があることがわかった。ただし,小規

模な資産や,住宅等の新たな建築行為を目的とした土地

を扱う場合などで行政との連携より裁量の自由度を優先

したい事案においては,自由保有権をコミュニティ側が

希望する場合があることもわかった。 

3）契約期間の設定

契約期間については,カルダデール・カウンシルでは方

針内で基準を示しており,資産の規模に関わらず 125 年

の不動産賃借権を選択するケースが多い。しかし,自治体

側が将来的に民間事業者への売却や自治体自身による資

産活用の将来的な可能性を残したい場合などは,20 年前

後の短期契約を提示してくるケースもある。しかしそれ

はコミュニティ側にとっては資産価値が下がることを意

味し融資を受ける際の弊害になるため,例えばクラウ

ン・ストリートの事案では,最低 30 年,基本 50 年以上の

期間をコミュニティ側は望んでいる。 

なお,EWICの事案では,現在125年の契約を希望してい

るが,当時 25 年契約でスタートした国の補助金が投入さ

れたプロジェクトであることから,国と自治体との間で

の契約内容の変更手続きを行う必要がある。しかしその

複雑な状況から進展が見られないまま,契約満了まで 7

年程となり,そのことが入居するテナントとの契約期間

の設定にも影響するなど,CAT の契約期間の設定がコミ

ュニティ側の資産運営上の課題にもつながりうることが

わかった。 

4）建物状況

基本的には公的資産の中でも余剰資産が対象となる

CAT では,長年放置された傷みの激しい建物,旧式の電

気・暖房設備や内装など,建物状況が良好でないケースも

多い。加えて,地域住民が長年親しむ資産はグレード登録

された歴史的建物である場合も多く,改修する上での制

限があるケースも多い。 

また CAT の意義の点からも,地域住民に広く利用され

るコミュニティハブとなる可能性の有無は資産を評価す

る上での重要な判断基準の一つであることがわかった。

実際,ラデンデンフットのコミュニティ・センターの間口

の狭く高低差のある入口部分がアクセスの妨げになって

いること,へプトンストール博物館の1階と2階部分が内

部で行き来できない構造であること等が活用へ向けた課

題のひとつに挙げられている。管理しうる建物規模,形状

だけでなく,間口の広さ,高低差を含めたアプローチのし

やすさ,回遊性など,改修で対応しきれない空間構成要素

は,資産活用の可能性に関わるポイントである。 

5）組織体制

CAT による委譲先は,コミュニティ組織等と定義され

ているが,その形態は事業内容により戦略的に選択され

ている。特に,CAT 実施へ向けた資金調達,助成金獲得へ

向け,慈善団体または準ずる組織であることにより申請

できる助成制度の幅が広がる。そのため,調査対象内では

特に慈善団体としての登録が困難な場合において,社会

的活動を遂行するための事業活動が可能な社会的企業の

法人形態であるコミュニティ利益組合（community 

benefit society）を選択するケースが複数あった。登録

においては事業計画をもとに審査されるが,事業性が優

位であると判断される場合や,将来的な展開の具体性が

乏しいと判断される場合等は受理されないケースもある

ことがわかった。この点においては,長期的な見通しを担

保しにくい CAT の性質からして,公益的側面と事業的側

面のバランスを求められること,一方でハード改善が可

能な規模の資金調達は必要であることなど,求められる

要件をクリアする上でのハードルなど,複数あることが

わかった。 

なおその点において,EWICなどを管理するHOTは,当初

EWIC は慈善団体の HOT で,HLEC は HLEC Ltd.を別途設立

し別々に運営していたが,最終的に HOT enterprise を

新たに立ち上げ,HOT と HLEC の CAT の契約は HOT が自治

体で行い,HOT から HOT enterprise へサブリースをし

て,2 施設の運営を担う形に至った。並行して HOT は慈善

団体としての役割を維持し,慈善活動などの公益的側面

と,事業運営というビジネス的側面の両輪を使い分けな

がら複数資産の管理,事業の運用を行うに至っている。 

6）運用の工夫

コミュニティの拠点となる場づくりの工夫として,多

様な立場の人々に利用されるための視点が見られた。例

えばヘプトンストール博物館では,博物館階下の空間を

将来的に宿泊施設やカフェを,ファイヤー＆ウォーター

では,芸術文化拠点を目指し,観劇ホール,舞台の設置,屋

外テラス付きの飲食物販スペースといった収益事業も計

画している。また建物改修プロセスも,中高年男性チーム

による定期的な DIY 活動機会の創出,地元大学の建築学

生との連携による教育プログラムとしての位置づけ等を

行うことで,プロジェクトに関わる人材の開拓へつなげ

ている。加えて,トッドモーデン・カレッジ同様,カルダ

デールでは数か所のみ注 7)の障がい者向けの更衣室付き

洗面所の設置を計画しており,地元住民以外にとっても

利用しやすい開かれた拠点づくりの工夫を行っている。 

 さらに,トッドモーデン・カレッジでは,コミュニティ

カレッジとして,環境意識の醸成を打ち出した取組を施

設全体で行っている。施設内では,環境負荷の低い建材を

利用した改修を計画し,それらを使用した環境教育を地

元住民やリバプール大学の学生等へ向けて実施している。

このアプローチは,CAT において運営面で課題の一つと

なる建物のランニングコストの面における対策を取りな

がら,将来のコミュニティの意識をつくる教育活動の素

材としても生かしている点が特徴的である。 

7）CAT 実施後の変化

フィールドレーン・コミュニティ・センターは,自治体

管理時には建物内も暗く地域状況も治安が良好でなかっ

たが,2016年にCATを実施後内装の改修とともに,地域住

民が世代によらず集えるよう,教会の礼拝場,ダンスホー

ル,ビンゴゲーム等の幅広いタイプのイベント等の施設

利用,図書館サービスの一部機能代行,食事の提供等,地

元住民が楽しめるサービス提供を実施した結果,屋外で

も運動をする子供が増えるなど CAT を行った後の治安が

改善を実感している。加えてセンターで行われるイベン

ト運営に地元高校生が積極的に参加するなどの変化も,

地域にとっては幅広い世代の担い手,人材の育成の観点

からも大きな価値である。また,カルダーバリー・コミュ

ニティ・ランド・トラストは,CAT により取得した土地に

高齢者向け住宅の供給などの実績を積んできたことで,

公益的な活動を通して地域からの信頼を育み,その結果

行政からの資産活用に関する相談だけでなく,地元住民

が扱いに困った個人資産のアフォーダブル住宅としての

活用相談等を持ち掛けられるといった新たな展開につな

がっている。 

66..22  求求めめらられれるる改改善善点点  

CAT に関して改善を求めたい点として調査で挙げられ

た主な点は以下の通りである。 

1）行政内の縦割りの解消,部署間連携の必要性,ビジ

ョン共有の必要性 

 CAT を実施するにあたり,特に契約内容をまとめるま

での過程において,行政との折衝が発生するが,コミュニ

ティ組織は,事業計画の提出だけでなく,契約内容の交渉,

助成金の申請,融資の獲得,必要に応じて組織登録手続き

など,様々な事務手続きを並行して行うことを求められ

る。しかし所管部署が異なる場合,事業計画内容やその背

景,将来ビジョンが横断的に共有されていないことで,部

署によって申請が通らなかったり,相関関係がある手続

きの場合,他の進捗が滞り影響するケースが複数あった。

たとえ上層部とのビジョン共有ができていても担当レベ

ルでの共有には至っていない場面も多く,事業の先に描

くビジョンを共有することの必要性が挙げられていた。 

2）コミュニティ組織への理解,評価の向上

英国で初のコミュニティ・アンカー方針を策定し,コミ

ュニティ組織との連携を深めてきたカルダデールである

が,コミュニティ・アンカーであるコミュニティ組織が,

自治体ができないような資金を地域にもたらし,健康や

ウェルビーイング,環境を改善する社会サービスの提供

を実現してきた貢献や組織に対する存在価値への理解が,

依然として地域レベルでの浸透に至っていないことを課

題として認識している。 

なおこの点に対する改善策として,カルダデール・カ

ウンシルのボランタリー・コミュニティおよび社会的企

業  (Voluntary, Community and Social Enterprise 

(VCSE))戦略における必要な視点として,自治体とセクタ

ー共同でのビジョンの設定,カルダデールの VCSE セクタ

ーが発展するための環境づくり,真剣なプロフェッショ

ナルのパートナーとして扱われるようなカウンシルとの

協働のあり方の提示など,VCSE の価値,役割,プロフェッ

ショナリズムを確立することを挙げられた。注 8)
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66..33  実実現現可可能能性性ににつつななががるるポポイインントト  

また,事業の実現可能性や継続性におけるポイントと

して調査で挙げられた主な点は以下の通りである。 

1）ガバナンス

CAT において,特に資金調達が事業の継続に大きく左

右するため,投資家等からの信頼の向上,組織としての価

値の向上につながる,組織の管理体制の徹底,内部統制が

実現できているというガバナンスの重要性を挙げる回答

が最も多かった。 

2）取組の段階に応じた適材の確保

CAT は地域で親しまれた建物資産を活用するケースが

多いこともあり,取組当初は地域への愛着や熱意が取組

の推進力になる部分がある。しかし委譲に際しては,事業

計画の立案,資金調達等の事務作業,専門的スキルを要す

る作業が,そして委譲後には継続的に建物等を管理・運営

する日常的なメンテナンス業務等をこなす必要がある。

取組の段階に応じて求められるスキルや役割が異なるこ

とを理解した上で,必ずしも同じ人間が長く活動に携わ

ることにこだわりすぎずに,段階にあった適材をその都

度確保していくことが事業を継続させていく上でのポイ

ントとなる。

3）信頼の構築

CAT はコミュニティ組織が主導して地域資源を活用す

る取組であり,幅広いステークホルダーによるサポート

とそれが得られるような住民との日常的なつながりや関

わりが基盤となる。地域への影響も少なからずあるため,

管理・運営するコミュニティ側の責任も求められる。自

治体の手続きプロセスを見ても多くの関係者と連携しな

がら進めていく側面がある。そのため,事業を進める上で

はビジョンを共有した人との協力関係が不可欠であり,

信頼関係の構築がポイントとなる。日頃から現場を訪れ

て住民に声をかけ,自身の活動の紹介を行ったり,住民個

人から自治体からの相談まで協力することで築いた信頼

により,自身の事業の推進の場面での協力・連携につなげ

ている。 

4）行政との理解,共有,連携

66..22  求求めめらられれるる改改善善点点で挙げたように,自治体内の

連携や部署内共有などの課題がある一方, ボランタリー

部門と経済戦略部門の両方を一人のマネージャーが部門

リーダーとして統括する状況にあることが,ポイントと

して挙げられていた。カルダデール・カウンシルは規模

が小さく人員が限られた自治体であることが理由である

が,そこがワンストップ窓口として機能することで調整

が図られている。このようなボランタリーと経済戦略の

相反する側面を理解・把握しているカウンシル職員の存

在が大きく, CAN の定例会議の場においてフラットな議

論が実現しており,自治体-コミュニティ組織間の情報共

有と対等な連携に寄与している。また,同様に,全国規模

の CAT を含む地域コミュニティ政策関連事業に精通する

Locality 職員の存在もコミュニティ組織,自治体職員双

方にとっての相談窓口として CAT を取り巻くネットワー

ク全体の機能性に貢献していることも複数から回答を得

られた。  

77.. 近近年年のの動動きき

77..11  ココロロナナ禍禍のの影影響響  

2020 年からのコロナ禍の影響下,日頃から地域とつ

ながりを持つコミュニティ組織の存在により緊急時にお

いても生活インフラを早期に復旧できたことや,地域住

民にとってのハブ機能を持つ拠点があることで社会サー

ビスを供給することができたことから,コミュニティ組

織や,特に人々が集まれる場所,距離を保てるオープンス

ペース,デジタルインフラの拠点となりうる図書館等,社

会インフラのハブとなりうる地域に根差した拠点施設の

価値が見直されている。2021 年には『レベリングアップ

白書（Levelling Up White Paper）』文 7）において,地域

社会構造となる施設のコミュニティ所有を推進する目的

のコミュニティ所有基金（Community Ownership Fund

（COF））の創設や,低未利用の公有地のコミュニティによ

る再開発を容易にする政策が発表された。また,ハイスト

リートと呼ばれる街の中心地において小売業の低迷や店

舗空室率が過去最高を記録する状況を受け,短期的視点

で動く投資家などによる大規模民間事業者の開発よりも,

コミュニティ所有による利活用の方が長期的に見た経済

効果が高いとして,コミュニティ組織が買収（buyout） を

行えるような制度設計の政策提言もなされる文 8）など, 

コミュニティの能力を強化することによって長期的に社

会的価値を生み出す戦略としての,コミュニティによる

資産所有・管理を推進する動きが生まれている。 

2023 年時のヒアリングから得られた実際のコロナ禍

を受けての地域活動の影響について,収益面では,ダンス

イベント,演奏会,結婚式等の大人数を収容する催しによ

る会場使用料等の収益減少の影響が出た一方,オフィス

利用についてはニーズが衰えず安定していたという回答

だった。収益減少分は,国からの助成金支援によりコミュ

ニティ組織の活動を継続できたという回答が複数あった。 

行った取組としては,ハード面では,建物の修繕やリモー

トワーク等新たなニーズに対応できる空間の改修などを,

ソフト面では,ワクチン接種の場の提供,他団体と連携し

自宅待機者への訪問や接触を続け,孤立や家庭内暴力な

どの課題の予防などを行い,公的サービス提供の役割を

継続していた。結果として,他団体とのネットワーク強化,

コミュニティ組織や地域拠点の存在の認知,新たな利用

者の開拓へとつながり,コロナ禍以前と比較し,利用者の

認知・利用は増えているという回答が複数得られた。 

自治体側は,数年に一度の頻度で洪水災害が起こるカ

ルダデールにおいて,コロナ禍以前から災害時のコミュ

ニティ拠点とその運営を行うコミュニティ組織の役割と

重要性を認識しており,この点も,コミュニティ・アンカ

ーとの連携を進める背景の一つと言える。 

77..22  建建物物ののエエネネルルギギーー性性能能基基準準のの引引きき上上げげととそそのの影影響響  

一方で,2023年 1月の政府白書により,建物の第三者へ

の賃貸の場合に,建物のエネルギー性能証明書（Energy 

Performance Certificate (EPC)）の A～G まである等級

のうち求められる最低基準 Eから,2027 年から 2030 年ま

でに段階的に最低基準を B まで引き上げる発表があった。

現段階では法的要件ではないが,これにより地方自治体

は公的資産の状態調査と性能を満たす投資を行う必要を

迫られる。CAT が行われる資産の多くが建物状態が良好

とは言えず,その改修費がコミュニティ側に大きな負担

になっている状況の改善が期待される一方,自治体にと

っては CAT を行う前の負担が大きく,「CAT 自体の有用性

は認識しているが,方針の見直しに着手している最中で

あり,現時点では慎重にならざるを得ない」注 9)という回

答も得られ,今後の CAT の動向に影響があるか注視した

い。

88.. ままととめめ

英国における過去約 10 年のコミュニティによる資産

所有・管理や CAT の展開については,中央政府のコミュニ

ティ政策やそれに伴う予算削減等の影響がみられた。こ

れにより,地方自治体所有の公的資産の売却も含めて見

直しや,自治体-コミュニティ組織間の連携にも影響が出

ていることがわかった。しかし近年のコロナ禍等の有事

を経て,コミュニティ基盤の重要性や地域拠点の役割,コ

ミュニティ・アンカーと呼ばれる地域の核となるコミュ

ニティ組織の重要性が再認識されており,そのことが

CAT を含むコミュニティによる資産所有・管理の機運に

つながっている。 

 一方,初動期の資金調達をはじめとする継続的な運営

へ向けた課題は続いているが,カルダデールのように,継

続的に実績を重ねることや,並行して人的ネットワーク

の強化と連携を進めることで,自治体-コミュニティ組織

が協働しながら政策策定や事業推進を図る環境ができる

ことで,建物資産やコミュニティ組織の規模によらずに

活かせる知識,経験,スキルが蓄積され,それらが地域の

共有財産となって,新たな CAT につながる循環が生まれ

ているともいえる。 

今後日本も,英国同様公的資産について,コミュニテ

ィの能力を強化することによって長期的に社会的価値を

生み出す戦略として,行政以外の主体による所有・管理の

選択肢を持つ必要性やニーズが高まる可能性が考えられ

る。その点において,英国のコミュニティによる資産所

有・管理は,長期的にみれば,地域住民の主体的かつ自律

的な地域運営につながる取組であることは,報告書やヒ

アリング調査からも示されている。ただし,公的資産の活

用を,財政緊縮を理由に行う場合,行政側が長期的な視野

に立った判断をすることが難しいという課題がある。ま

た,事業を軌道に乗せ成果を上げていくには,コミュニテ

ィ側の組織体制や運営能力の向上,資金源,支援する多様

な専門家や組織とのネットワーク,中央政府・地方自治

体・地域コミュニティ間のバランスの取れた連携体制や

整合の取れた制度設計などが必要となるため,日本での

環境整備に向けては期間を要することを想定し取り組む

必要がある。 

ただし,困難はあるものの,取組を通じて公的資産な

どの地域に根差した拠点施設を中心としたコミュニティ

の構築や地域運営の環境がつくられることの価値は,コ

ミュニティの自律を育むだけでなく,災害等社会サービ

スの供給やインフラの迅速な復旧といった地域防災力の

向上等の側面からも認められ,日本での導入に向けた議

論が望まれる。 

＜＜注注＞＞  

1) 正式 名称はカ ルダデール 都市特別 区カ ウンシル

（Calderdale Metropolitan Borough Council（CMBC）））

だが,自治体が通称を使用。

2) 保守党連立政権下で生まれたコミュニティ権の一つであ

るコミュニティ入札権は,民間資産も対象可能で,asset

of community value リストに掲載することができる（5

年）。オープン市場での入札となるが,地域コミュニティ

には優先的に入札できる猶予期間が設けられている（第

一猶予は 6 週間,第二猶予（最終）は 6 か月）。

3) 英国の土地所有の権利において,不動産賃借権（リースホ

ールド（leasehold））は期間限定での権利で,CAT では資

産を 99 年など一定期間設けてリースし,契約期間ごとに

更新する形をとる。自由保有権（フリーホールド

（freehold））は日本における所有権に近い。その他,短

期の契約形態（一時利用,テナント契約等）もある。

4) 2021 年国勢調査によると,カルダデールの人口は

206,600 人(the Office for National Statistics (ONS)

国勢調査 2021)。

5) 登録慈善団体（registered charity）,保証有限責任会社

（company limited by guarantee）,コミュニティー・ア

マチュア・スポーツ・クラブ（community amateur sports

club (CASC)）,コミュニティー・インタレスト・カンパ

ニー（community interest company (CIC)）またはチャ

リティ・インコーポレーテッド・オーガニゼーション

（Charitable Incorporated Organisation (CIO)） ,コ

ミュニティ利益組合(community benefit companies）,地

方の町または小教区の協議会(Local town or parish

council)。

6) カルダデールでは特に 100 年以上の契約期間の事案を厳

密な意味での CATとしているが,これは他自治体と比較し

て特徴的な点であるため,CAT の厳密な数字の提示が難し

いが,主な CAT は 20 程度行われている。

7) Changing Places Toilets.org によれば,2023 年 10 月時点

242　　住総研  研究論文集・実践研究報告集 No.50, 2023 年版



66..33  実実現現可可能能性性ににつつななががるるポポイインントト  

また,事業の実現可能性や継続性におけるポイントと

して調査で挙げられた主な点は以下の通りである。 

1）ガバナンス

CAT において,特に資金調達が事業の継続に大きく左

右するため,投資家等からの信頼の向上,組織としての価

値の向上につながる,組織の管理体制の徹底,内部統制が

実現できているというガバナンスの重要性を挙げる回答

が最も多かった。 

2）取組の段階に応じた適材の確保

CAT は地域で親しまれた建物資産を活用するケースが

多いこともあり,取組当初は地域への愛着や熱意が取組

の推進力になる部分がある。しかし委譲に際しては,事業

計画の立案,資金調達等の事務作業,専門的スキルを要す

る作業が,そして委譲後には継続的に建物等を管理・運営

する日常的なメンテナンス業務等をこなす必要がある。

取組の段階に応じて求められるスキルや役割が異なるこ

とを理解した上で,必ずしも同じ人間が長く活動に携わ

ることにこだわりすぎずに,段階にあった適材をその都

度確保していくことが事業を継続させていく上でのポイ

ントとなる。

3）信頼の構築

CAT はコミュニティ組織が主導して地域資源を活用す

る取組であり,幅広いステークホルダーによるサポート

とそれが得られるような住民との日常的なつながりや関

わりが基盤となる。地域への影響も少なからずあるため,

管理・運営するコミュニティ側の責任も求められる。自

治体の手続きプロセスを見ても多くの関係者と連携しな

がら進めていく側面がある。そのため,事業を進める上で

はビジョンを共有した人との協力関係が不可欠であり,

信頼関係の構築がポイントとなる。日頃から現場を訪れ

て住民に声をかけ,自身の活動の紹介を行ったり,住民個

人から自治体からの相談まで協力することで築いた信頼

により,自身の事業の推進の場面での協力・連携につなげ

ている。 

4）行政との理解,共有,連携

66..22  求求めめらられれるる改改善善点点で挙げたように,自治体内の

連携や部署内共有などの課題がある一方, ボランタリー

部門と経済戦略部門の両方を一人のマネージャーが部門

リーダーとして統括する状況にあることが,ポイントと

して挙げられていた。カルダデール・カウンシルは規模

が小さく人員が限られた自治体であることが理由である

が,そこがワンストップ窓口として機能することで調整

が図られている。このようなボランタリーと経済戦略の

相反する側面を理解・把握しているカウンシル職員の存

在が大きく, CAN の定例会議の場においてフラットな議

論が実現しており,自治体-コミュニティ組織間の情報共

有と対等な連携に寄与している。また,同様に,全国規模

の CAT を含む地域コミュニティ政策関連事業に精通する

Locality 職員の存在もコミュニティ組織,自治体職員双

方にとっての相談窓口として CAT を取り巻くネットワー

ク全体の機能性に貢献していることも複数から回答を得

られた。  

77.. 近近年年のの動動きき

77..11  ココロロナナ禍禍のの影影響響  

2020 年からのコロナ禍の影響下,日頃から地域とつ

ながりを持つコミュニティ組織の存在により緊急時にお

いても生活インフラを早期に復旧できたことや,地域住

民にとってのハブ機能を持つ拠点があることで社会サー

ビスを供給することができたことから,コミュニティ組

織や,特に人々が集まれる場所,距離を保てるオープンス

ペース,デジタルインフラの拠点となりうる図書館等,社

会インフラのハブとなりうる地域に根差した拠点施設の

価値が見直されている。2021 年には『レベリングアップ

白書（Levelling Up White Paper）』文 7）において,地域

社会構造となる施設のコミュニティ所有を推進する目的

のコミュニティ所有基金（Community Ownership Fund

（COF））の創設や,低未利用の公有地のコミュニティによ

る再開発を容易にする政策が発表された。また,ハイスト

リートと呼ばれる街の中心地において小売業の低迷や店

舗空室率が過去最高を記録する状況を受け,短期的視点

で動く投資家などによる大規模民間事業者の開発よりも,

コミュニティ所有による利活用の方が長期的に見た経済

効果が高いとして,コミュニティ組織が買収（buyout） を

行えるような制度設計の政策提言もなされる文 8）など, 

コミュニティの能力を強化することによって長期的に社

会的価値を生み出す戦略としての,コミュニティによる

資産所有・管理を推進する動きが生まれている。 

2023 年時のヒアリングから得られた実際のコロナ禍

を受けての地域活動の影響について,収益面では,ダンス

イベント,演奏会,結婚式等の大人数を収容する催しによ

る会場使用料等の収益減少の影響が出た一方,オフィス

利用についてはニーズが衰えず安定していたという回答

だった。収益減少分は,国からの助成金支援によりコミュ

ニティ組織の活動を継続できたという回答が複数あった。 

行った取組としては,ハード面では,建物の修繕やリモー

トワーク等新たなニーズに対応できる空間の改修などを,

ソフト面では,ワクチン接種の場の提供,他団体と連携し

自宅待機者への訪問や接触を続け,孤立や家庭内暴力な

どの課題の予防などを行い,公的サービス提供の役割を

継続していた。結果として,他団体とのネットワーク強化,

コミュニティ組織や地域拠点の存在の認知,新たな利用

者の開拓へとつながり,コロナ禍以前と比較し,利用者の

認知・利用は増えているという回答が複数得られた。 

自治体側は,数年に一度の頻度で洪水災害が起こるカ

ルダデールにおいて,コロナ禍以前から災害時のコミュ

ニティ拠点とその運営を行うコミュニティ組織の役割と

重要性を認識しており,この点も,コミュニティ・アンカ

ーとの連携を進める背景の一つと言える。 

77..22  建建物物ののエエネネルルギギーー性性能能基基準準のの引引きき上上げげととそそのの影影響響  

一方で,2023年 1月の政府白書により,建物の第三者へ

の賃貸の場合に,建物のエネルギー性能証明書（Energy 

Performance Certificate (EPC)）の A～G まである等級

のうち求められる最低基準 Eから,2027 年から 2030 年ま

でに段階的に最低基準を B まで引き上げる発表があった。

現段階では法的要件ではないが,これにより地方自治体

は公的資産の状態調査と性能を満たす投資を行う必要を

迫られる。CAT が行われる資産の多くが建物状態が良好

とは言えず,その改修費がコミュニティ側に大きな負担

になっている状況の改善が期待される一方,自治体にと

っては CAT を行う前の負担が大きく,「CAT 自体の有用性

は認識しているが,方針の見直しに着手している最中で

あり,現時点では慎重にならざるを得ない」注 9)という回

答も得られ,今後の CAT の動向に影響があるか注視した

い。

88.. ままととめめ

英国における過去約 10 年のコミュニティによる資産

所有・管理や CAT の展開については,中央政府のコミュニ

ティ政策やそれに伴う予算削減等の影響がみられた。こ

れにより,地方自治体所有の公的資産の売却も含めて見

直しや,自治体-コミュニティ組織間の連携にも影響が出

ていることがわかった。しかし近年のコロナ禍等の有事

を経て,コミュニティ基盤の重要性や地域拠点の役割,コ

ミュニティ・アンカーと呼ばれる地域の核となるコミュ

ニティ組織の重要性が再認識されており,そのことが

CAT を含むコミュニティによる資産所有・管理の機運に

つながっている。 

 一方,初動期の資金調達をはじめとする継続的な運営

へ向けた課題は続いているが,カルダデールのように,継

続的に実績を重ねることや,並行して人的ネットワーク

の強化と連携を進めることで,自治体-コミュニティ組織

が協働しながら政策策定や事業推進を図る環境ができる

ことで,建物資産やコミュニティ組織の規模によらずに

活かせる知識,経験,スキルが蓄積され,それらが地域の

共有財産となって,新たな CAT につながる循環が生まれ

ているともいえる。 

今後日本も,英国同様公的資産について,コミュニテ

ィの能力を強化することによって長期的に社会的価値を

生み出す戦略として,行政以外の主体による所有・管理の

選択肢を持つ必要性やニーズが高まる可能性が考えられ

る。その点において,英国のコミュニティによる資産所

有・管理は,長期的にみれば,地域住民の主体的かつ自律

的な地域運営につながる取組であることは,報告書やヒ

アリング調査からも示されている。ただし,公的資産の活

用を,財政緊縮を理由に行う場合,行政側が長期的な視野

に立った判断をすることが難しいという課題がある。ま

た,事業を軌道に乗せ成果を上げていくには,コミュニテ

ィ側の組織体制や運営能力の向上,資金源,支援する多様

な専門家や組織とのネットワーク,中央政府・地方自治

体・地域コミュニティ間のバランスの取れた連携体制や

整合の取れた制度設計などが必要となるため,日本での

環境整備に向けては期間を要することを想定し取り組む

必要がある。 

ただし,困難はあるものの,取組を通じて公的資産な

どの地域に根差した拠点施設を中心としたコミュニティ

の構築や地域運営の環境がつくられることの価値は,コ

ミュニティの自律を育むだけでなく,災害等社会サービ

スの供給やインフラの迅速な復旧といった地域防災力の

向上等の側面からも認められ,日本での導入に向けた議

論が望まれる。 

＜＜注注＞＞  

1) 正式 名称はカ ルダデール 都市特別 区カ ウンシル

（Calderdale Metropolitan Borough Council（CMBC）））

だが,自治体が通称を使用。

2) 保守党連立政権下で生まれたコミュニティ権の一つであ

るコミュニティ入札権は,民間資産も対象可能で,asset

of community value リストに掲載することができる（5

年）。オープン市場での入札となるが,地域コミュニティ

には優先的に入札できる猶予期間が設けられている（第

一猶予は 6 週間,第二猶予（最終）は 6 か月）。

3) 英国の土地所有の権利において,不動産賃借権（リースホ

ールド（leasehold））は期間限定での権利で,CAT では資

産を 99 年など一定期間設けてリースし,契約期間ごとに

更新する形をとる。自由保有権（フリーホールド

（freehold））は日本における所有権に近い。その他,短

期の契約形態（一時利用,テナント契約等）もある。

4) 2021 年国勢調査によると,カルダデールの人口は

206,600 人(the Office for National Statistics (ONS)

国勢調査 2021)。

5) 登録慈善団体（registered charity）,保証有限責任会社

（company limited by guarantee）,コミュニティー・ア

マチュア・スポーツ・クラブ（community amateur sports

club (CASC)）,コミュニティー・インタレスト・カンパ

ニー（community interest company (CIC)）またはチャ

リティ・インコーポレーテッド・オーガニゼーション

（Charitable Incorporated Organisation (CIO)） ,コ

ミュニティ利益組合(community benefit companies）,地

方の町または小教区の協議会(Local town or parish

council)。

6) カルダデールでは特に 100 年以上の契約期間の事案を厳

密な意味での CATとしているが,これは他自治体と比較し

て特徴的な点であるため,CAT の厳密な数字の提示が難し

いが,主な CAT は 20 程度行われている。

7) Changing Places Toilets.org によれば,2023 年 10 月時点
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で,カルダデール内では,ハリファックスに 3 か所,トッド

モーデンに 1 か所,ブリッグハウスに 1 か所の計 5 か所で

ある。(https://www.changing-places.org/)

8) 2023 年 10 月 14 日（木）開催の会議に出席した際の内容

に基づく。（出席者 11 名：カルダデールの各コミュニテ

ィ・アンカー組織の代表 6 名,カルダデール・カウンシル

職員 2 名,Voluntary and Community Calderdale (VAC)メ

ンバー1 名,Locality1 名,筆者）

9) 2023 年 10 月 18 日（水）に行ったリーズ・シティ・カウ

ンシルへのヒアリングによる。政府白書の影響はリーズ

に限ったことではなく,英国内の自治体に求められてい

る対応である。
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研究 NO.1905 

1940 年代ソウルおよび京仁地方における住宅地造成に関する研究 

―市街地計画および公共用地計画を中心に― 

主査 安 箱敏＊１

委員 石田 潤一郎＊２，砂本 文彦＊３，金 珠也＊４ 

戦時体制化につれ都市の産業構造化を目指していた計画方向は軍需産業の拡大に合わせ工業地域の整備を急ぐ。京仁地

方には「京仁市街地計画」として巨大工業地帯が建設され労働者用住宅地の造成計画が始まった。一方，区画整理を始め

に市街地整備事業が進む京城府では府による新たな宅地造成事業に踏み入る。民間による宅地開発が進捗を見せていた

1930 年代初頭の状況は戦時下で一変し，「住宅対策委員会」の設置は行政による宅地開発に拍車を加えていく。本研究で

は，これら戦時期の住宅事業について考察し後に設立される「朝鮮住宅営団」の関与から戦後の大韓民国政府による新た

な都市計画法が制定されるまでの再編過程について解明した。 

キーワード：１）京城，２）仁川，３）土地区画整理事業，４）住宅対策委員会， ５）一団地の住宅用地，

６）戦時体制期，７）緑地計画，８）府営住宅，９）朝鮮住宅営団，１０）大韓住宅公社

A STUDY ABOUT RESIDENTIAL AREA PLANNING AROUND SEOUL IN 1940’S 
-Focusing on the planning for public areas including street planning

Ch. Sangmin Ahn 

Mem. Jun’ichiro Ishida， Fumihiko Sunamoto， Jooya Kim 

Entering 1940’s, preparation business for industrial district becomes to be accelerated accommodating with military industries. 

Around Kyoung-In Area, giant industrial regions were planned with ‘Kyoung-In Streert Planning’ and Housing planning for labors. On 
the other hands, Kyoungseong Pref., Land readjustment project already advanced under Choseon Street Planning ordinance, newly got 
start Housing land development business, and the establishment of Housing Support Committee; 住宅対策委員会 in1939, let it speed up. 

In this study, we firstly examine housing projects in 1940’s, including the business of Choseon Housing Corporation established in 1941 

subsequently to it, and clarify their reorganization or transition process.  

はじめに 

本研究は，日中戦争が勃発する 1937 年７月以降，太

平洋戦争，韓国解放を経て，朝鮮戦争までの期間を対象

として，ソウル(日本植民地期の京城府)とその周辺域で

の住宅地供給と造成地の変容を解明するものである。 

1930 年代の京城府においては急激な人口の増加が生

じた。周辺地域編入直後の 1936 年末には 67 万 7241 人

であったものが，39 年末には 77 万 4286 人，40 年末に

は一挙に 93 万 547 人まで増加した。この人口の膨張は，

1930 年代後半からの京城府の産業都市化，さらには日

中戦争以降の軍需産業の拡大の結果であった。流入する

人口を吸収すべき住宅が不足する事態は戦時に即応した

体制を構築しようとする国策を阻害するものであり，京

城府と朝鮮総督府は本格的な住宅対策に迫られることと

なる。 

一方，京城府の産業都市化施策の象徴といえる事業が

京仁工業地帯の建設であった。仁川府との中間地帯に陸

軍造兵廠を核とする軍需工業地帯を造成し，併せて住宅

用地を確保する事業が遂行される。その施行面積は日本

国内と植民地を通じて最大であった。 

朝鮮半島における近代的都市計画法規として，1934

年に「朝鮮市街地計画令」が定められ，これに沿った

「京城市街地計画」が 1936 年 12 月に決定される。これ

らの制度・事業は，1930 年代前半時点での住宅供給と

産業都市化の課題は想定していたものの，日中戦争以降

の戦時体制化は当然のことながら射程に入っていなかっ

た。言い換えれば新しい法規は制定直後に予想外の事態

に対応を迫られたことになる。 

植民地期朝鮮における住宅政策の第１の画期が上記

「朝鮮市街地計画令」であるとすれば，第２の画期は

1939 年６月の政務総監通牒「住宅難の緩和及地代家賃

の投機抑制に関する件」および同年７月の住宅対策委員
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